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　特にこの数年、我が国の住宅市場にお

いて、「中古住宅を買ってリノベーション

する」という方法が急速に存在感を増し

ている。業界専門紙だけでなく大手ポー

タルサイトから市販の建築・住宅雑誌に

至る一般消費者向けのメディアまで、リノ

ベーションを扱う記事は定番の位置を占

めるようになった。特にこの1、2年は、大

手企業も相次いで参入を表明し、リノベー

ション業界のみならず住宅業界全体での

注目を集めた。国土交通省のストック重

視の方針もいよいよ鮮明化してきて、既存

住宅流通とリフォーム・リノベーションの

市場環境の整備を急いでいる。

　ニッチな先端的市場と思われていたリ

ノベーションは、ようやく黎明期を抜け出

し、本格的な拡大成長期に向かっていると

言ってよいだろう。では、なぜいま、既存

住宅なのか。なぜ今リノベーションなのか。

この流れを理解するためには、我が国の住

宅不動産市場が、いま大きな構造的な転

換期にあるという認識が欠かせない。

　一言で集約するなら、その変化は「フ

ローからストックへ」ということになる。

2006年に施行された住生活基本法のス

ローガンであるこの言葉は、住宅不動産市

場の核心をなす価値観が、新築のハコをい

かに供給するかを問題にしてきた時代か

ら、これまで建ててきた箱をどう使いこな

すかというモードへ変化していることを意

味している。市場にこの変化を要請して

いるのは、まぎれもなく日本の社会経済構

造の変化である。

　本稿では、国土交通省の資料等で既に

広く使用されている公的な統計を中心に、

いま住宅不動産業市場が直面している

日本の社会経済構造の変化を解説し、ス

トック型市場への転換が必然であり急務

であるという危機感をあらためて確認す

る。その上で、リノベーションが果たす役

割やその重要性、そしてそこから見える住

宅不動産市場の可能性について共有した

い。それは、2014年の住宅不動産市場に

おいて、リノベーションを語る本レポート

全体の意義についての前提となる部分に

あたる。

　なお、本稿で使用する主要統計の多く

は、2008年の『住宅・土地統計調査』（総

務省）がもとになっている。最新データ

（2013年度版）は2014年7月以降に発表

される予定なので、本稿執筆時には間に合

わなかった。読者各位が適宜アップデー

トしていただきたい。
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広 め る 1

　新築フロー依存型の市場からストック

型の市場への転換が急がれる、具体的か

つ切実な要因としては、まず人口動態があ

げられる。戦後の焼け野原から立ち上が

り、追いつけ追い越せを合言葉に成長を

続けてきた日本経済を支えたのは、生産年

齢人口の増加であった。若い労働力が次

から次へ生産され、地方から都市へ流れ

込む。その膨張を受け止めるための大量

供給システムによって、住宅不動産業も成

長してきた。

　やがて国は豊かになり、住宅ストックは

国中に行き渡り、人口は増加から減少へ

転じた。経済成長期に郊外へ膨張し続け

た都市は、収縮に向かい始めた。いくら新

築業界が着工数100万戸を巡航速度だと

主張したところで、人口も都市も縮減して

いく中、供給を受け止める需要は減少の一

途だ。また、全国の自治体が頭を悩ます空

き家問題は、社会がもうそんなに大量の住

宅供給を必要としていないことを物語っ

ている。この先の日本でこれまでのように

量的拡大を至上命題にした市場が持続不

可能なことは誰の目にも明らかである。

　需要のもう1つの変数である購買力、家

計の体力はどうなっているか。経済成長

率の鈍化と経済のグローバル化が同時に

進行する中、産業は空洞化し雇用は流動

化・不安定化した。新築フローの拡大志

向を支えた、長期的に安定した雇用や右

肩上がりの収入を確信することは、いまご

く普通の労働者では困難な状況になって

いる。

　それら否応のない環境変化が、「中古住

宅を買ってリノベーションする」という波

を引き寄せているのである。量的拡大が

至上命題であった、経済成長期のフロー重

視の価値観から脱却しなければならない。

これまで築き上げてきたストックで豊かさ

を享受する戦略が必要なのだ。それが今、

日本の住宅不動産業界が唯一掲げうる成

長ビジョンである。
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　日本の住宅市場が抱える課題をもっ

とも端的に象徴しているのは、「既存住宅

流通シェアの国際比較」と題されたグラ

フ（図1）である。日本では既存住宅の流

通量が17.1万戸に対して新築着工数が

109.3万戸と、新築と既存を合わせた全住

宅流通に占める既存住宅の割合は13.5%

に留まる。グラフを一瞥するだけで、アメ

リカ・イギリス・フランスのような欧米先

進諸国と比べて既存住宅のシェアが低く、

極端なまでに新築住宅の供給に依存した

住宅市場を形成していることが分かる。

　アメリカで90.3%、イギリスで85.8%、フ

ランスで64.0%と、住宅流通の大部分を

既存住宅が占めている欧米では、一般消費

者が家を買うという時の家は既存住宅が

想定される。一方、日本ではほとんどの人

が新築住宅を買う・建てることを無意識

のうちにも想定する。日本では既存住宅は

「あえて」「わざわざ」または「仕方なく」選

ばれるものである

が、欧米では新築

がむしろ特殊な

ケースである。

　海外旅行や出

張の経験がある

人なら、ニューヨ

ークやロス・アン

ジェルス、ロンド

ンやパリの街並

みを思い出し

てほしい。そこで新築住宅の販売現場や

建設現場を見かけることは少ないはずだ。

建築規制が特別に厳しい欧州だけでなく、

アメリカの住宅地においても新築住宅の

建築確認申請には高いハードルが設けら

れており、新築住宅が欲しければ都心から

離れ郊外まで足をのばさなければならない。

発達した既存住宅流通市場は居住者の

新陳代謝を促し、前の持ち主は売却によ

るキャピタルゲインを手にする。建物は時

代を超えて人々に受け継がれ、まちの歴史

は街並みとともに熟成されていく。それ

が先進国と言われる国々の常識である。

　世界には、日本と同様に新築住宅のシェ

アが圧倒的に高い国や都市も存在する。

それは人々が住むための住宅ストックが不

足している場所である。もともと存在して

いる住宅ストックが質・量とも貧弱な場

1 日本の住宅不動産市場の現状
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既存住宅流通量

C O L U M N

　我が国の既存住宅流通数を表す数字

は、国土交通省が使っている既存住宅流

通数の17.1万戸という数字以外にも、不

動産近代化センターと不動産流通経営協

会（FRK）が発表している数字がある。近

代化センターでは49.9万戸（2011年）、

FRKでは50.3万戸（2012年）と、ほぼ50万

戸前後という規模が推計されている。国

土交通省の発表年と同じ2008年をみても、

近代化センター51万戸、FRK46.9万戸と、

いずれも17.1万戸を大きく上回っている。

　住生活基本計画等、国土交通省の住宅

政策で一般に使われている既存住宅流通

数の17.1万戸という数字は、5年に1度

実施される総務省『住宅・土地統計調査』

より得られる「持家として個人に取得さ

れ、居住継続が行われている既存住宅数」

である。そのため、セカンドハウスとして

の取得や法人によって取引された住宅は

含まれない。これに対して、よく比較され

るアメリカのデータは全米リアルター協会

（NAR）による発表をもとにされていて、こ

の数字には用途や法人・個人を問わず売

買が成立した数字が用いられている。『住

宅・土地統計調査』には、サンプリングに

よって選ばれた350万住戸・世帯へのアン

ケートという調査手法上、網羅性や回答の

厳密性にも弱点がある。

　このため不動産流通近代化センターでは、

1992年から「新不動産業ビジョン」で試

算された計算式による既存住宅の流通数

を発表している。同様に不動産流通経営

協会（FRK）でも1997年に既存住宅の流

通促進に関する研究会で新たな推計方法

を開発した（詳しくは、『既存住宅の流通

促進に関する研究会 研究報告書概要版』

（不動産流通経営協会、2007）を参照）。

　不動産流通近代化センターやFRKの推

計方法は、課税や登記に関する統計をもと

に建物売買による所有権移転が行われた

回数を既存住宅流通量として推計してい

る。この方法では、法人による売買や収益

物件やセカンドハウスなどの取引も含まれ

ることになり、アメリカ市場と比較する場

合には基準が揃う。

　参考までにFRKが推計する既存住宅

流通数を使って、あらためて諸外国との比

較を確認してみよう。2012年の時点で新

築着工数は88.3万戸に対して既存住宅流

通が50.3万戸。FRK推計での既存住宅

のシェアは36.3%。諸外国との比較で既

存住宅のシェアが圧倒的に低いという事

態は、やはり覆ることはないものの、国土交

通省発表の13.1%を大きく上回る。

　ただし、ストック型社会の実現度を測

るという目的に照らすと、近代化センター

やFRKによる推計にも若干の問題はある。

世の中の実態・実感値よりも多めの数字

が出てしまう可能性があるのである。

　例えば中古一戸建て住宅を買って建物

を取り壊して新築する場合だ。アメリカ

では近隣の風景の一部である既存住宅を

取り壊して新築する行為は極めて少ない

が、日本では決して珍しくない。このケー

スは『住宅土地統計調査』では既存住宅

流通数に含まれないが、近代化センターや

FRKの推計方法では既存住宅流通数とし

てカウントされる。不動産流通業界とし

てはそれも1つの売買取引なので、流通数

にカウントすることに違和感はないかもし

れない。だが果たしてそれは既存住宅の

流通と呼べるのかは微妙なところだ。実

態としてはスクラップアンドビルドのため

の更地の流通である。

　ちなみに、今回のプロジェクトにあたっ

て我々がインターネットで実施したアン

ケート調査によれば、過去5年間に居住用

の持家を取得した住宅購入層のうち、新築

住宅を購入した割合は72.5%、既存住宅

は27.5%であった。過去に何度も同様の

調査を実施しているが、持家ベースでの既

存シェアは概ね25%前後で安定している。

合もあるだろう。また、既存の住宅ストッ

クを遥かに上回る人口増加がある場合は、

追加で住宅を供給し新しくまちを建設し

なければならない。たとえ現時点では経済

力が十分でなくてもインフレが確信される

ならば、背伸びをしても新築住宅を手に入

れる価値はある。

　このような条件を満たすのは発展途上

国と呼ばれる場所である。中国は沿岸部

に続き内陸部でも、フィリピン・ベトナム・

インドネシアなど東南アジア、インドなど

でも、経済発展に伴う都市化によって巨大

な新築住宅市場が形成されつつある。

　かつての日本もまさにそうだった。戦後

のベビーブームで生まれた団塊世代と呼ば

れる人口の塊が大挙して大都市へ流入し、

結婚し家族を形成した時代だ。新築住宅

の着工数が史上最高の185.6万戸を記録

した昭和47年（1972年）は、高度経済成長

の最後の年であった。日本の住宅不動産

市場は、日本社会が世界でもトップクラス

の豊かさを手に入れ成熟を迎えた今でも

その頃の惰性をまだ引きずっている。

　衣食住と言われるクオリティ・オブ・ラ

イフの三要素のうち、衣と食についてはお

そらく世界最高水準の豊かさを持ってい

る、と私たち日本人は自負してもよいだろ

う。しかし住の分野だけは未だ発展途上

国のままである。先のグラフは、その残念

な現実を私たちに突きつける。



019

広 め る 1

　新築フローに依存した我が国の住宅不

動産市場が持続不可能であることは、何

はともあれ人口動態の影響によるところ

が大きい。日本の総人口が既に頭打ちを

して減少期に入っていることは周知の事

実である。中でも少子化の影響で若年人

口が大幅に減少していく未来は既に確定

している（図2）。 国立社会保障・人口問

題研究所が2014年4月に発表した世帯数

の将来推計によれば、住宅需要を規定す

る世帯数も、来年2015年をピークに減少

に転じると予想されている。現在のフロー

型住宅市場を支えている一次取得層にあ

たる世帯主年齢30歳～49歳の世帯数に

ついて詳しくみると、2015年から10年後

の2025年には260万世帯減少し、20年後

の2035年までに476万世帯の減少となっ

ている。率にすれば10年で16.3%、20年

で29.3%の減少である（図3）。

　さらに付け加えておかなければならない

のは、2012年の年齢別人口をみると、団塊

ジュニア世帯のピークの39歳（1973年生

まれ）が200万人超に対して、0歳児（2012

年生まれ）の人口は104.4万人まで減少し

ているという事実だ。この急激な少子化は、

少なくとも今後40年間は一次取得需要の

減少傾向が続くという市場の未来を予言し

ている。仮に政府の少子化対策が功を奏す

るとしても、住宅不動産業界がその恩恵に

あずかるのは40年以上先のことである。

　一次取得層の需要のボリュームは、少子

化の影響の直撃を受けこの先減少の一途

である。彼らに対して

「一生に一回の買い物」

と言い聞かせ「終の棲

家」を販売する住宅業

界のマーケティングは、

長期的には住み替えを

抑制する住まい方を広

めているということにど

れほど自覚的なのであ

ろうか。仮にそれが市

場の隅々に徹底された

ら、新築住宅の供給も

含めて市場全体での流

通数は、若年人口の減

少とパラレルな軌跡を

描くことになる。あえ

て言うならば、業界全

体で緩やかに自殺をし

ているようなものだ。

年代別人口の長期推移図 2

（資料）：実績値：総務省「国勢調査」（長期時系列）推計値：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24年 1月推計）」
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2 少子化の直撃を受ける新築フロー依存型市場
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　ほとんどの世帯にとって、以前のように

終身雇用と右肩上がりの所得の伸びを前

提に、背伸びをした将来設計をたてること

は難しくなっている。国税庁の『民間給

与実態統計調査結果』によれば、サラリー

マンの平均年収は1990年代後半から減

少が続いており、1997年度から2012年度

の15年間に467万円から408万円と59万

円減少した。中でも住宅市場にとって影

響が大きいのは、一次取得層の世帯主世

代にあたる30～40代男性での年収減少

である。この層では同じ期間に80～90

万円減少しており、減少率でみれば30代

では15% 以上の減少とインパクトが大き

い（図4）。

　そうした中、特に若年世代で住宅購入

に係る家計の経済的負担が大きくなって

いる。住宅（マンション）の価格の年収倍

率は、バブル崩壊後1990年代にいったん

は下がったものの2000年代に入り徐々に

上がってきて、2011年の30代では6.8倍

まで高まっている。総務省の家計調査では、

住宅ローンを抱える世帯の可処分所得に

占める住宅ローン返済額の占める割合が、

30代では約20%までに増加していること

も確認されている（図5、図6）。

　住宅購入のマニュアル本などではよく、

購入価格は年収の5倍、住宅ローンの返

済額は年収の25%を上限の目安とアドバ

イスされるが、若年層の住宅購入にあたっ

ては一般的に認識される上限に達してい

ると言うことができる。若者の暮らしを

取り上げた『平成24年度国土交通白書』

（国土交通省）は、「このような持ち家取得

に係る経済的負担の増加が、先に述べた

若者の持ち家率の減少の一因と考えられ

る」と懸念を表明している。

　家計を圧迫するのはキャッシュフロー

ばかりではない。住宅購入世帯のバラン

スシートも深刻なことになっている。新築

フローに偏重した現在の不動産市場では、

建物の資産価値は築年数とともに減価す

るからだ。

　既存住宅流通市場が未整備なため、不

3 失われる国民の資産
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（年）
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広 め る 1

動産業界と住宅金融業界では築年数以外

に建物のコンディションを測る術を持た

なかった。その結果、建物の使用可能年

数と減価償却資産の耐用年数とが混同さ

れ、築年数の経過によって建物の価値が

一律に落ちる慣行が続けられてきたのだ。

新規の住宅需要のほとんどは新築市場に

吸収され、中古での取引数も少なかったと

いう要因もある。

　こうして、築20年で木造一戸建ての建

物評価額はほぼゼロになり、マンションな

ら半額程度になるという、消費者にすれ

ば理不尽な不動産市場が形成されてき

た。もし返済期間35年の住宅ローンを組

んでいれば、返済が終わる前に建物の資

産価値がなくなるのである。住宅ローン残

高に等しい別の金融資産を保有していな

ければ、その家計は債務超過状態に陥っ

ていることになる。国土交通省では、50歳

以上の世帯（2人以上の勤労世帯）では

2000万円程度の資産が減価してしまうと

いう試算をしている。

　この世帯単位の資産減価がマクロに積

み上がると、国富の損失という事態につな

がる。

　1969年から2011年までの間に、我が国

で行われた住宅投資の累積は862.1兆円

にのぼる。最近は着工数の減少に伴い縮

小傾向にあるとはいえ、2000年代に入っ

ても年間15兆円前後で推移している。と

ころが、国全体での住宅資産額の蓄積は

343.8兆円しかない。スクラップアンドビ

ルドと経年で大きく減価する資産評価方

法のため、実に500兆円もの資産が減価さ

れたことになる。長年にわたって日本の世

帯が投資してきた住宅建設費は、確かに

住宅産業の売上げとしてGDPに貢献して

きたが、世帯の資産としては残らなかった

のである（図7）。

　一方、アメリカでは累積の投資額を上

回る資産額が蓄積している。これをミク

ロの世帯の話に還元すれば、住宅ローンが

貯蓄と同じ機能を果たすということであ

る。

　独身時代かDINKS 時代に家を買い、

子供を持つとその家の売却資金を元手

にファミリータイプの住宅に住み替える。

子供が独立した後は、子育て期に合わせ

て買った広い住宅を売却し夫婦2人に

ちょうどよいサイズの住宅に住み替え、住

宅を小さくした分で浮いたお金を老後の

生活資金に充てる。市況がよい時期に売

却すれば大きなキャピタルゲインも期待出

来る。そうやって住み替えを繰り返しな

がら資産を形成していく。住宅が築年数

の経過で価値を落とさないで流通するこ

とで初めて可能になる人生設計である。

　国家経営の視点からみれば、家屋から

の固定資産税の収入が見込めると同時

に、持ち家政策にかける公費が社会保障

政策的にも機能をする。住宅不動産業界

は、活発な流通とリフォームで稼ぐ。そし

て流通に伴う検査や保険・金融、あるいは

インテリア、引っ越し、メディアなど幅広

い周辺産業がここに連なる。これがストッ

ク型住宅市場のアウトラインである。

日米の住宅投資額累計と住宅資産額図 7

（資料）国民経済計算（内閣府）
※野村資本市場研究所の「我が国の本格的なリバース・モーゲージの普及に向けて」を参考
に作成
※住宅資産額の2000年以前のデータは、平成17年基準をもとに推計
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　2008年の住宅土地・統計調査によれば、

4997万の世帯数に対して、住宅ストック

は5759万戸あり、そのうち757万戸が空

き家となっており、空き家率は13%を超

えている。空き家の内訳をみると、「賃貸

住宅の空室と売却用の住宅」の448万戸

（賃貸住宅413万戸、売却用住宅35万戸）

が6割を占め、「二次的住宅（荘やセカン

ドハウス）」が41万戸、「その他の住宅」が

269万戸、となっている（図8）。

   「その他の住宅」というのは、住人が長

期入院や場合によっては死亡して住まい

手がいなくなった持家のことで、建替えが

予定されていない場合は長期にわたって

放置される傾向にある。戸数ベースでは

賃貸住宅の空室が多いものの、増加率で

みれば「その他住宅」の増加傾向が顕著で

あり、これが地域社会の悩みとなっている。

　空き家の増加による問題は、地域の景

観・美観を損なうということ以外に、防犯

面、不審火、外壁や屋根瓦の崩落、震災時

の倒壊など、防災面のリスクの増大要因と

して、近隣の居住環境を脅かすことである。

　空き家の増加と聞くと過疎化する田舎

の話を想像するかもしれない。確かに都

道府県別にみれば空き家率は地方で高い

ものの、戸数では三大都市圏を中心とした

大都市部が多くなる。

　このような状況の中、2010年に埼玉県

所沢市で全国初の空き家条例が制定さ

れた。首都圏でも対策が必要になるほど

空き家問題が深刻化しているということ

で、新聞やテレビなどマスコミでも大きく

取り上げられた。所沢市を皮切りに、空

き家条例を定める動きは全国の自治体に

拡がり、既に200近い市区町村が空き家

対策の条例を持っている。東京都内でも

足立・大田・墨田・新宿の4特別区と八王

子・小平・国分寺の3市で空き家条例があ

る。中でも2011年に東京23区の足立区

で交付された「足立区老朽化家屋等の適

正管理に関する条例」では、解体費用の9

割・上限100万円までを区が助成する、と

いう踏み込んだものである。

　これらの条例が多かれ少なかれ、個人の

私有財産である建物の解体に対して公費

を投入する傍らで、その隣に建つ新築住

宅には各種の税制優遇が設けられている。

一方で税金を使って新築住宅の供給を促

進し空き家率を高め、その一方で空き家

の除却にも税金を投入する。このような

循環は一般社会ではマッチポンプと呼ば

れる。家電製品や自動車のように新品を

購入する時点でリサイクル費用を預託す

るようなシステム等、秩序だった制度体系

を作り直す必要があることは議論を待た

ないが、ひとまず共有すべきは、住宅ストッ

クの余剰である。

　このような状況の中でこの先も新築住

宅の供給数を維持しようとすれば、空き家

問題をさらに悪化させるか、スクラップア

ンドビルドを促進するか、社会はどちらか

の選択を迫られることになる。

　確かに、空き家条例が想定するような倒

壊の恐れすらある老朽化した建物は、適切

に除却されていくべきだろう。しかし実態

はそう単純ではない。国土交通省が東京・

大阪・東京郊外を対象地域に実施した『平

成22年空き家実態調査』によると、持家

の空き家のうち「腐朽・破損がある」もの

は46.9%、半数は問題がない。国土交通

省が設置した「個人住宅の賃貸流通の促

進に関する検討会」が2013年に空き家の

所有者2187人を対象にしたアンケート調

査では、空き家となっている住宅の築年数

は、35年以上が33.6%、31年～35年以内

が12.1%と半数は旧耐震基準の建物だが、

残る半数は新耐震基準で建てられた建物

であることが分かっている。これらの空き

家に関する調査からうかがえるのは、一口

に放置された空き家と言っても、なんらか

の補修や改装をすれば建築物としては十

分使用に耐えうるものも少なくないとい

うことである。1戸の戸建住宅を解体し除

却する際には30～50tの廃棄物が出るこ

とは、付記しておかなければならない。

　現在の空き家条例は、住宅地に建つ木

4 社会問題化する空き家

空き家数および空き家率の推移図 8
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　本稿の冒頭で紹介した既存住宅流通

シェアの国際比較（図1）からはもう一つ、

日本の住宅市場の大きな特徴を読み取る

ことが出来る。それは、各国の人口・世帯

数をベースに比較した時の住宅流通数の

相対的な少なさである。

　2012年の統計によれば、日本の人口が

約1.28億人、アメリカ3.34億人、イギリス

0.63億人、フランス0.66億人。各国の総

住宅流通数を人口で除すると、人口千人

あたりの住宅流通数は、日本9.9戸、アメリ

カ22.3戸、イギリス13.3戸、フランス17.5

戸となる。人口あたりで比較すると、アメ

リカは日本の2.3倍、イギリスは1.3倍、フ

ランスは1.8倍の流通市場を形成している

ことが分かる。

　このギャップは、日本人の住み替え回数

の少なさを示す。「中古住宅流通促進・活

用に関する研究会」では、持家率が高い日

米英で世帯数と持家の流通戸数を比較し

て、持家市場での住み替え頻度の試算を

行っている。それによれば、日本は世帯数

5184万に対して持家の流通数が63.92万

戸。アメリカは1億1718万世帯に対して

持家流通数436.73万戸、イギリスは2100

万世帯に対して持家流通数98.55万戸。1

万世帯あたりの持家流通数を比べると、日

本123.3戸に対してアメリカ372.7戸、イ

ギリス469.3戸と、アメリカは日本の3.0倍、

イギリスは3.8倍の数字になる。欧米で

は日本に比べて3倍以上の住み替えが起

こっているということである。

　もちろん、住み替えるかどうかは個人の

自由で、“べき論”で語る話ではない。た

とえ、夫婦2人もしくは1人世帯となった

後期高齢者が、若い時に取得した2階建

ての広い住宅の床面積を持て余していよ

うが、本人がそこに住みたければ住めばよ

い。しかし、本当は駅に近いマンションに

住み替えたいと思っている潜在的ニーズ

も、同時に存在していることは事実である。

産業目線では、欧米のような住み替え前

提のストック型住市場に転換することで、

潜在化している住み替え需要を掘り起こ

すことが出来れば、持家の売買市場は3

倍以上に拡大する余地があるという成長

可能性を見出すことも可能だ。

　ところが、いま日本の持家住宅市場は、

30代～40代の一次取得層と言われる若

年ファミリー世帯に「一生に一回の買い

物」と永住型プランの新築住宅を販売する

ことでマスボリュームが成り立っていて、住

み替えニーズの発生を押さえこむ圧力と

なっている。住宅不動産業界は所属する

各業界団体を通じて新築住宅に係る税

制の特例措置の延長を要望し続けるなど、

人口規模のポテンシャルを流通市場に取

り込むことを自ら放棄しているようにも

見える。

　欧米と日本の住み替え頻度の違いにつ

いて、国民性の違いを指摘する向きもある

だろう。確かにヨーロッパのように他国と

地続きの国境線を持ち、同じ経済・文化

を共有する地域のように、日本人は移住

性の高いライフスタイルに馴染みがない国

民であることは間違いない。しかし、日本

の住み替え頻度が低いことの原因を、日

本人の定住性の高さばかりに求めるのは

早計である。

造一戸建ての放置空き家を対象としてい

る。しかし、このまま世帯数の増加を上

回ってストックが増加していくと、空き家

問題は分譲マンションの中でも起こって

くるだろう。現在の「その他の住宅」のう

ち分譲マンションは約60万戸で、空き家

全体の8%にあたる。先ごろ発表された『平

成25年度マンション総合調査』（国土交通

省）によれば、棟数ベースで半数にのぼる

分譲マンションが 3ヶ月以上の空室を抱

えていることが明らかになった。空室率が

5%を超えるマンションは既に1割以上あ

り、築年数が経過していくほど空室率が高

まる傾向が顕著である。

　マンション内で住人のいない放置住戸

が増えると、管理費や修繕積立金の未納

という形でマンション全体の管理計画を

圧迫し、建物の老朽化という形で他の住

人の資産価値を毀損するようになるだろ

う。今後マンションストック数の増加と

高経年化に伴い、1割・2割の空き住戸を

抱える分譲マンションも増加していくこと

は確実で、マンションのスラム化を懸念す

る声もある。だからといって、分譲マンショ

ンの建替えや除却は、現実的に非常に困

難であることは周知の通りである。

　空き家が1000万戸を突破するのは、時

間の問題である。2018年度版の住宅・土

地統計調査で、その衝撃的な数字を目撃

することはほぼ確実だろう。野村総合研

究所（2009）によれば、新築住宅の供給数

を年間60万戸に抑制したとしても、2040

年には空き家率が36%に達すると推計さ

れている【1】。

【1】野村総合研究所（2009）「人口減少時代の住宅・土地利用・社会資本管理の問題とその解決に向けて（中）」知的資産創造2009年9月号

5 住み替え回数の低さという弊害と可能性
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　そもそも住宅の住み替えと地域を超え

た移住とは同義ではない。戦前まで遡る

と日本の都市部の持家率は2割程度と低

く、庶民のほとんどは借家に住み繰り返し

住み替えを行っていたことは、西川祐子が

分析した近代日本文学の歴史【2】からもう

かがい知ることが出来る。戦後の経済成

長期になっても「住宅すごろく」という言

葉が表すように、賃貸アパートから持家マ

ンション、持家マンションから持家一戸建

て、というライフステージの変化による住

み替え行動はつい最近まで、少なくとも都

市部においては広く浸透していたのである。

   日本人の住宅事情が現在のような姿に

なったのは、そう遠い昔の話ではない。住

宅情報誌の編集記事と広告表現の変遷を

分析した研究【3】によれば、分譲マンショ

ンのマーケティングが「永住品質」という

キャッチコピーを使用し始めたのは、1980

年代半ばのことである。今から振り返っ

てみれば、バブル経済に突入し都心部のマ

ンションは超高額化しファミリータイプは

郊外化していく、第五次マンションブーム

と言われている最中であった。急騰する

地価を受け分譲価格は年収倍率7～8倍

まで高騰し、俗にバブル仕様と言われる高

付加価値型の商品プランが流行っていた。

このように高嶺の花となってしまった住宅

商品を販売するために、「一生に一回の買

い物」や「終の棲家」といったセールストー

クが必要になったのではないだろうかと想

像する。

   国土交通省の『平成25年度マンション

総合調査』によれば、区分所有マンション

居住者の「永住するつもり」という意見が

年々高まっていることが明らかになってい

る。昭和55年度（1980年）調査で21.7%

だった永住意向は、平成5年度（1993年）

には31.0%まで上昇した。それでもこの

頃までは「いずれ住み替えるつもり」が

41.1%とまだ住み替え意向派のほうが多

かったのだが、平成11年度（1999年）の調

査で逆転し、平成25年度調査（2013年）

では永住意向は52.4%まで高まっている。

マンション居住者の高齢化の影響もある

だろう。しかし、

取得時期別にみ

た「入居当初か

ら永住するつも

りだった」とい

う割 合も90年

代後半から伸び

ていて、マンショ

ンの売り方／買

い方が「永住型」

に変わってきた

ことが裏付けら

れる。

　一戸建てについては、バブル崩壊後90

年代後半ごろからは、後にパワービルダー

と呼ばれる建売事業者群が台頭し、低価

格化を実現することで都市近郊の一次取

得層向けに新築一戸建て住宅を大量に販

売するようになる。かつては住宅すごろく

の上がりだった一戸建ては、30代の若い

ファミリー世帯の、初めての持家にして終

の棲家となっていった。

   住宅不動産業界のマーケティングは、既

に世帯数に対して住宅数が充足している

中で、毎年のフローを追求しストック数を

積み上げてきた。その結果、住宅市場は常

に供給過剰な状態にある。それに加えて

資産デフレ期を通して地価も長期的に下

落していったため、住宅所有者は、大きな

売却損を受け入れない限り買い替え・住

み替えが困難になってしまった【4】。この

ようにして30代そこそこの一次取得層が

「終の棲家」を買い、ライフステージや家族

構成が変化しても住む器を変えないとい

う、欧米諸外国からみれば奇異な構造が

強化されていったのである。

   住み替えの発生頻度が低い市場では、

住宅の寿命も短くなる運命にある。持家

需要のほとんどが新築住宅のフローに回

収され、既存住宅の価値は認められないの

で、既存ストックが流通市場へ参入しにく

い。既存住宅は新しい住まい手に受け継

がれることがないため、築年数が経過した

建物を再生する投資が起こらない（図9）。

将来の住み替え・売却を想定しない住宅

購入者が想定する住宅の寿命年数は「自

分が生きている間」である。短ければ3～

40年。長くても70年程度だ。100年・200

年のロングライフを想定する購入意向者

はほとんどいない。居住中にメンテナンス

やリフォームをして建物のコンディション

を維持・向上する割合も、欧米に比べて低

い【5】。

 　このような悪循環の中で、時代のライ

フスタイルに合わなくなった住宅ストッ

クは建て替えなどで取り壊されてしまう。

取り壊された住宅の平均築後年数を欧米

と比較すると、日本27年、米国67年、英国

81年と、日本の住宅の短命さが際立つ。

　もちろん戦争で焼け野原になった日本

の都市部には、欧米とは違って築100年を

超えるような古いストックはない。仮に戦

災を免れたとしても1950年に出来た建築

基準法の以前と以後では建物の設計に対

する考え方が全く違うし、戦後の圧倒的

な住宅難の中で粗悪な住宅が粗製乱造さ

れた時代もある。1981年の新耐震基準以

前の建物では耐震性能に対する不安もあ

り、スクラップアンドビルドには一定の合

理性を認めなくてはならない。

　しかし、平均築年数27年という数字が

指し示すのは、建物性能の低さを理由に

スクラップアンドビルドすることを必ずし

も正当化することは出来ない市場の実態

である。2008年の調査時点で平均が築27

年ということは、取り壊された住宅の建設

時期のボリュームゾーンは1981年前後と

住宅投資に占めるリフォームの割合国際比較図 9

（資料）日本（2011年）：国民経済計算（内閣府）及び（財）住宅リフォーム・紛争処理支援
センターによる推計値／イギリス・フランス・ドイツ（2011年）：ユーロコンストラクト資料   
〈注〉住宅投資、新築住宅投資とリフォーム投資 合計額／（資料）国土交通省
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　しかし、社会経済の構造が大きく転換

していく時代にあってなお、日本の住宅不

動産市場がストック型の構造に転換出来

ないでいるのは、何も業界の意識改帯の遅

れのせいばかりではない。新築に偏った

消費者のニーズという要因を無視するこ

とは出来ない。新築と中古を並行で検討

する消費者が増えていることは、各種の消

費者アンケートで確認は出来るものの【6】、

その実態は新築がメインの並行検討であ

り、最終的な選択において新築・既存の

シェアは大きくは変動していない。

　中古住宅・リフォームトータルプラン検

討会のために日経BP 社が実施した調査
【7】によれば、消費者が中古住宅を選ばな

い理由のトップは、「新築のほうが気持ち

がいい」（59.7%）で、「新築物件よりも問

題が多そうだ」（32.8%）や「後から欠陥が

見つかったら困る」（29.6%）など既存住

宅の品質への不安を大きく上回る。リク

ルート住宅総研（2008）【8】でも、消費者の

中古住宅の忌避理由が、よく言われる品

質不安に加えて、既存住宅の水回り設備

や内外装の美観の悪さに対する生理的嫌

悪感が大きいことを明らかにしている。

　2008年時点で、日本には居住中の住宅

ストックはおよそ5000万戸あり、そのう

ち6割は新耐震基準の昭和56年以降に建

てられた建物である。旧耐震基準時代の

建物だからと言ってすなわち耐震性能が

不足しているわけではなく、国土交通省で

は、耐震診断の結果などから、耐震性能に

問題があるストックは約1050万戸（2008

年時点）と推計している【9】。つまり、現在

約6000万戸に積み上がった住宅ストック

のうち、およそ8割にあたる5000万戸弱は、

耐震性能に問題がないと一応は想定出来

る。比較的新しい居住形態である分譲マ

ンションでは、2012年末現在全国に約590

万戸のストックがあり、そのうち400万戸

以上は昭和56年以降に建てられたもので

ある。

　しかし、だからと言って流通市場で商

品力があるという訳ではない。図9が示

すようにストック型社会の欧米と比べてリ

フォーム投資が少ない我が国では、ある程

度築年数が経過した物件は間取りや設

備・内装も古びていて、築15年もすればど

こかに不具合が出てきてもおかしくない。

そのようなストックの状態を消費者は敬

遠しているのである。

　これを現代の消費者ニーズに合致する

よう、性能・機能、間取りもデザインも今日

的な水準まで引き上げ、気持ちよく安心

して暮らせる住宅に再生する方法が、リ

ノベーションである。リクルート住宅総研

（2008）の調査によると、首都圏在住の住

宅購入検討者1500サンプルのうち72%は

もともと新築を希望していたのにも関わ

らず、リノベーションの簡単な説明と数点

の実例写真を見せただけで、7割が中古住

宅のリノベーションを住宅の取得方法と

して好意的に評価した。しかも、新築を

メインに考えている新築・中古並行検討

者で27%、新築しか検討していない層でも

11%が、「非常に魅力的」と積極的に支持

したのである。年代別にみると、若い世代

で特に支持率が高かった。

　このように、我が国が成熟した社会経済

へ移行し新築フローに依存した住宅市場

の限界が露わになるに従って、社会の潜在

的なニーズに応える形でリノベーション住

宅の時代が到来したのである。

いうことだ。正規分布を仮定するなら半

数近くは新耐震基準で建てられた建物で

あり、もし欧米のように住み替えが多い市

場であれば、新しい住み手に引き継がれ、

再生されながら使い続けることが出来た

はずのストックだったのである。

6 リノベーションの可能性

【2】 西川祐子（1998）『借家と持ち家の文学史「私」のうつわの物語』（三省堂）

【3】 小野有理（2013）「住宅は今、どこへ向かうのか。消費された住宅、そしてその後」『ほぼ2025年の住まいを考える 3.11後の移行期的住まい論』（リ

クルート住まい研究所、社内資料、p164）

【4】 このことは、新築フロー市場の主ターゲットを高齢者の買い替え・建て替え市場にシフトすることもままならないことを示している。

【5】 リクルート住宅総研（2012年にリクルート住まい研究所に名称変更）（2009）『住宅長寿命化大作戦 リクルート住宅総研の200年住宅論』、p44～

45、56

【6】 例えば、リクルート住まいカンパニー（2013）「首都圏新築マンション契約者動向調査」などを参照

【7】 日経BP、日経BPコンサルタンツ（2010）「リフォーム・中古住宅市場倍増プロジェクト調査報告書概要版」

http://www.mlit.go.jp/common/000145921.pdf

【8】 リクルート住宅総研（2012年にリクルート住まい研究所に名称変更）（2008）「既存住宅再考 既存住宅流通活性化プロジェクト」

【9】 国土交通省（2012）「中古住宅リフォーム・トータルプラン参考資料集」より。
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　ここまで延々述べてきたが、主張は極め

てシンプルである。住宅不動産市場がこ

れまでのように新築フローに依存したま

ま成長することは不可能なばかりか、国富

の損失や空き家問題や環境負荷などスク

ラップアンドビルドの諸々の弊害には頬か

むりをして、それでも新築着工数の増加を

追求するなら、住宅不動産業は社会にとっ

ての不安材料にすらなる。ストック型の

市場への転換は、社会資本整備審議会に

よる第八期住宅建設五箇年計画（平成13

～17年度）の政策レビューとして、いまか

ら9年前、2005年には既に提言されている

問題意識である。慣性の法則というには

変化が遅すぎる。

　いずれにせよ、新築フローを支える一次

取得層の需要は、若年人口の減少と共に

じりじりと落ちていく。2013年は消費税

増税の駆け込み需要の発生で98万戸の

新設着工数を記録したが、おそらくこれが

最後のピークになるだろう。悲劇的な特

需でも発生しない限り100万戸を再び達

成することは考えられない。国内市場に

残された成長の道は、6000万戸に積み上

がった既存ストックの活用だけである。

　国の住宅政策はストック重視の方針が

鮮明になっている。2020年までに既存住

宅流通市場とリフォーム市場を、それまで

の倍の20兆円の規模まで成長させること

を宣言した2012年の「中古住宅・リフォー

ムトータルプラン」以降、次々に繰り出さ

れる積極的な取り組みには眼を見張るも

のがある。詳しくは別項（1部－2）を参

照されたい。

　国交省の目標通り、中古住宅流通とリ

フォームの市場規模が20兆円になるなら、

仮に約15兆円の新築住宅の建設投資が

半分になったとしても、トータルでみれば

住宅関連市場は、人口減少期にあっても

成長分野でいられる。それどころか、欧米

並みの住み替え回数を達成できるとすれ

ば、ストック市場は3倍に拡大する余地す

らあるのだ。

　既存住宅の流通を促進し住み替え回数

を増やし、リフォーム・リノベーション投

資を耕す。縮減していく人口の中で、日

本の住宅不動産業界が国内産業として成

長を維持していくなら、それが唯一の道

である。その時新築産業は、性能的にも

意匠的にも新築で建てる意義のある建物

を、必要とされる場所に必要とされる量

だけ供給していく、本来の社会的役割 ̶

ストック型の住宅市場を補完する役割̶ 

を取り戻す。既存のまちや自然環境にダ

メージを与えない優しい産業として。

7 結論：成長資源としてのストック
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　2008年10月1日現在における全国の総

住宅数は5,759万戸であり、これに対して

総世帯数は4,997万世帯だ。ただし、この

総世帯数には「親世帯と同居する子世帯」

なども含まれていることに留意したい。そ

のため居住世帯のある住宅は4,960万戸と

なり、これを差し引いた799万戸に居住世

帯がない状態だ。さらに、そのうち757万

戸が空き家とされている。総住宅数に占め

る空き家の割合（空き家率）は13.1%に達

し、ほぼ8戸に1戸が空き家となっている。

　1963年（昭和38年）以前には総世帯数

が総住宅数を上回り、戦後の住宅不足状

態が解消されていなかったわけだが、1968

年（昭和43年）に逆転して以降、40年以

上にわたって世帯数の増加を超える数の

6000
（万戸）

出典：総務省「住宅・土地統計調査」（2008 年）総住宅数 総世帯数
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既存住宅関連の住宅政策動向

総住宅数は過剰、

8戸に 1戸が空き家に

20年あまりにわたる不動産売買取引の契約実務や

物件調査の豊富な経験をもとに、一般消費者向けセミナーなどのほか、

さまざまな媒体を通して現実に即した解説などを分かりやすく発信している。

不動産コンサルタント／リックスブレイン代表

平 野 雅 之

既存住宅問題を考えるにあたり、まずストック数の状況を整理しておきたい。総務省が

5年ごとに「住宅・土地統計調査」を実施しているが、2013年の最新調査結果は2014年

7月以降に公表される予定であり、ここでは2008年調査の数値を用いることにする。

1 既存住宅ストック数と流通数の現状
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住宅が供給され続けているのだ。

　空き家数757万戸のうち「賃貸用の住

宅」が413万戸、「売却用の住宅」が35万

戸で、過半数は供給が可能なものの、空き

家全体の3分の1を超える268万戸は流通

目的のものではない。何ら使用目的がな

いまま放置されている例も多いとみられ、

老朽化が進む住宅は周辺区域の防災や防

犯、衛生面などで大きな阻害要因にもなっ

ているだろう。

　また、居住世帯のある4,960万戸のうち、

旧耐震基準の1980年以前に建てられた住

宅が1,588万戸、建築時期不詳の住宅も

355万戸に達する。1950年以前の住宅も

186万戸あり、耐震基準を満たさないまま

居住しているケースも相当数にのぼるもの

と考えられる。居住者の高齢化問題も含め、

古い住宅の性能向上は大きな課題だ。

　我が国における既存住宅の流通数が、欧

米に比べて極端に少ないことが問題とさ

れている。国土交通省がまとめた「既存住

宅流通シェアの国際比較」によれば、住宅

市場全体に占める既存住宅流通戸数の割

合は、アメリカが80.7%、イギリスが86.7%、

フランスが65.2%なのに対して、日本は

13.5%にすぎない（アメリカは2007年、他

は2008年）。そのような状況は以前から

指摘されているため、2006年の住生活基

本法でもこれを23%へ引き上げる数値目

標が掲げられている。

　ただし、既存住宅の流通量は2008年

時点で17.1万戸（住宅・土地統計調査）、

51.0万戸（公益財団法人不動産流通近代

化センターによる推計）、46.9万戸（FRK：

一般社団法人不動産流通経営協会によ

る推計）とかなりの違いがある。最新の推

計では不動産流通近代化センターによる

ものが49.9万戸（2011年）、FRKによる

ものが50.3万戸（2012年）だ。ちなみに

2013年において、宅地建物取引業者から

指定流通機構へ新規登録されたマンショ

ンおよび一戸建て住宅の売り物件数は

841,184件なのに対し、成約報告件数は

122,166件にとどまる。こちらはほとんど

実態を反映できていないといえるだろう。

　はっきりとした既存住宅流通市場規模

を把握するための手法の確立が望まれるが、

いずれにしても年間100万戸前後で推移

する新築住宅市場に比べて低いシェアに

とどまっていることは確かだ。既存住宅の

流通をさらに促進するとともに、膨大な数

にのぼる空き家問題の解消、さらに住宅ス

トックの性能向上を図るなどして少しでも

長く使い続けることは、環境やエネルギー

問題を考えるうえでも欠かせない大きな課

題となっている。

800

700

600

500

400

300

200

100

0

16.0
（%）（万戸）

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008（年）

空き家数および空き家率の推移図 2

その他の住宅賃貸用または売却用の住宅 二次的住宅 空き家率
出典：総務省「住宅・土地統計調査」（2008 年）

600

0

新築住宅着工戸数 既存住宅取引戸数

500

400

300

200

100

日本（’08） 米国（’07） 英国（’08） フランス（’08）

既存住宅流通シェアの国際比較図 3

出典：平成22年度国土交通白書内資料

（万戸）

新築住宅に比べて

少ない既存住宅流通数



030

　終戦後10年ほどの間に、現在の住宅政

策の基盤となる法律が相次いで施行され

ている。建築基準法施行が1950年（昭

和25年）、宅地建物取引業法施行が1952

年（昭和27年）、区分所有法施行が1963

年（昭和38年）だ。その一方で、1950年

（昭和25年）に住宅金融公庫（現住宅金

融支援機構）が発足し、1951年（昭和26

年）には公営住宅法が施行された。さらに、

1955年（昭和30年）に日本住宅公団（現

都市再生機構）が発足している。

　住宅金融公庫、日本住宅公団、公営住宅

法を三本柱として公的住宅の供給を推進

するとともに、民間の供給を促すため1955

年度（昭和30年度）からの「住宅建設十箇

年計画」、1966年度（昭和41年度）からの

「住宅建設五箇年計画」によって、「1世帯

1住宅」を目標に住宅の建設が推し進めら

れた。

　第1期の「住宅建設五箇年計画」で住宅

数は確保されたわけだが、その後は「最低

居住水準・平均居住水準」の導入（1976

年）や住宅金融公庫の融資基準の見直し

（1996年）などによって、質的な目標を定

めるようになる。ほぼ半数の世帯で「平均

居住水準」が達成された1985年にはこれ

が見直され、第5期の「住宅建設五箇年計

画」（1986年度～1990年度）では新たに

「誘導居住水準」が設定された。

　しかし、これらの計画は新築住宅の建設

を促進するためのものであり、既存住宅の

流通を目的としたものではない。世帯数

の増加を上回る新築住宅の供給をしなが

ら、「住宅建設五箇年計画」は第8期（2001

年度～2005年度）まで続けられることに

なる。

　宅地建物取引業者数は1970年代に増

加し、1991年にピークを迎える。その多

くは既存住宅の売買を取り扱う流通業者

であり、その指導機関として「不動産流通

近代化センター」が設立されたのは1980

年のことだ。さらに、1990年には指定流

通機構制度も始まった。しかし、当時の既

存住宅は耐震性、耐久性、品質などに問題

を抱え、既存住宅そのものを取引対象とす

るのではなく、スクラップアンドビルドによ

り新築住宅へ建て替えることを前提とし

た取引も多かっただろう。

　第8期「住宅建設五箇年計画」（2001年

度～2005年度）においてストック重視の

方向性が打ち出され、日本住宅公団は「住

宅・都市整備公団」「都市基盤整備公団」

を経て、2004年7月に「都市再生機構」と

なり分譲事業から撤退した。しかし、ス

トック重視への転換が明確に示され、既存

住宅流通・リフォーム市場の整備の推進

の方針が打ち出されたのは、「住宅建設五

箇年計画」が終了した後、2006年6月に

施行された「住生活基本法」だ。ところが、

それと同時に「良質な住宅の供給」も掲げ

られ、認定長期優良住宅制度（2009年6月

4日スタート）、認定低炭素住宅制度（2012

年12月4日スタート）など、新築住宅を対

象とした政策も推し進められている。「将

来の既存住宅ストック」の質を向上させる

といった考え方もあるのだろう。

　その間に既存住宅の性能向上を目的と

した耐震改修促進税制の創設（2006年）、

バリアフリー改修促進税制の創設（2007

年）、省エネ改修促進税制の創設（2008年）

など税金面での対応や、取引価格の公開

制度による既存住宅流通市場の透明化へ

の取り組み、既存住宅売買瑕疵保険の導

入（2010年）なども行われているが、既存

住宅の「流通」を促進するために十分な施

策とはいえない。

　既存住宅市場の拡大を目指した取り組

みが本格化したのは、ようやくここ2、3年

のことだ。国土交通省では、2009年4月

から9月にかけて4回にわたり「社会資本

整備審議会住宅宅地分科会既存住宅・リ

フォーム部会」を開催し、ここで初めて既

存住宅流通とリフォームを組み合わせた

スキームでのストック活用策が議論された。

その議論をもとに、2011年2月から2012

年2月まで「中古住宅・リフォームトータ

ルプラン検討会」を開き、6回にわたる検

討を重ねて2012年3月に「中古住宅・リ

フォームトータルプラン」をとりまとめた。

これは、「新成長戦略」（2010年6月閣議

決定）で示された「中古住宅・リフォーム

市場の倍増」の目標達成を目指すものであ

る。さらに「中古住宅・リフォームトータ

2 既存住宅に関する政策の変遷

太平洋戦争が終わった後の日本は圧倒的な住宅難であり、深刻な住宅不足を解消するために「質よ

り量」を優先して建設が推し進められた。世帯数と住宅ストック数のうえでは、1968年時点ですで

に充足されたわけだが、新築供給を目的とした「住宅建設五箇年計画」は2005年度まで継続された。

大量供給時代の政策

ストック重視への方針転換

2011年以降の

動きは急ピッチ
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ルプラン検討会」での議論を踏まえながら

2011年10月から7回にわたり、有識者に

よる「不動産流通市場活性化フォーラム」

が開催され、2012年6月に提言がまとめら

れた。

　また「中古住宅・リフォームトータルプ

ラン」をもとに、2013年3月から6月にかけ

3回にわたり「中古住宅の流通促進・活用

に関する研究会」が開催されたほか、2013

年6月には「既存住宅インスペクション・

ガイドライン」が策定されている。そして

2013年9月、不動産取引実務・金融実務

関係者などによる「中古住宅市場活性化

ラウンドテーブル」が設置され、2014年度

も引き続き議論が交わされることになって

いる。

　さらに建物評価の適正化を図るため、

「中古住宅に係る建物評価手法の改善の

あり方検討委員会」が開かれ、2014年3月

に「中古戸建て住宅に係る建物評価の改

善に向けた指針」としてまとめられた。こ

の指針に沿った「戸建て住宅価格査定マ

ニュアル」（不動産流通近代化センター作

成）の改訂も2014年度内に行われる予定

だ。また、「国土審議会土地政策分科会

不動産鑑定評価部会」による論議を経て、

不動産鑑定評価基準の改正も2014年に

予定されている。

　その一方で、2012年度から2013年度に

かけて、国土交通省の支援事業により「不

動産流通市場活性化事業者間連携協議

会」（当初12協議会、2013年時点で14協

議会が参加）の活動が行われた。これは

宅地建物取引業者、リフォーム業者、イン

スペクション業者、住宅瑕疵担保責任保険

法人、金融機関などが連携し、新たなビジ

ネスモデルの検討・普及を図るものである。

アプローチの手法はそれぞれの協議会に

よって異なるが、おおむね既存住宅に対す

るインスペクションの実施や住宅履歴の情

報開示、既存住宅売買瑕疵保険の活用な

どが柱となっている。2014年3月25日に

2年間の総括としてシンポジウムが開催さ

れ、共同で「事業者間連携による不動産流

通市場活性化宣言」を採択した。2014年

度以降も事務局を不動産流通近代化セン

ターへ移管したうえで、それぞれの活動が

継続される予定だ。

　2014年4月9日には、宅地建物取引業者

が不動産取引に必要な情報を容易に収集

し、消費者に対してより充実した情報を提

供するためのシステム構築に向けた基本的

な方向性を定めたものとして、「不動産に

係る情報ストックシステム基本構想」が国

土交通省より発表された。これは、2012

年7月からの「不動産流通市場における情

報整備のあり方研究会」による中間とりま

とめ（2012年9月）および「不動産流通市

場活性化フォーラム」による提言を踏まえ

たものである。不動産取引に必要な物件

情報として、過去の取引履歴や住宅履歴

情報、マンション管理情報など性能や維持

管理に関するもののほか、インフラの整備

状況、法令等の情報、ハザードマップや浸

水想定区域などの防災情報、周辺の公共

施設の立地状況、学区情報、周辺の不動産

価格に関する情報などを幅広く収集し、レ

インズシステムと連携しながら一元的に

宅地建物取引業者へ提供するものだ。宅

地建物取引業者はこれを活用して、消費

者へ的確な助言をすることが可能となる。

2015年度に一部地域でシステムの試行

運用・検証がされた後、2016年度以降の

本格運用に向けた検討が行われる予定と

なっている。

　また、既存住宅の売買による流通を促進

することだけでは不十分である。活用され

ていない個人住宅を賃貸物件として流通

させるため、「個人住宅の賃貸流通の促進

に関する検討会」では2014年3月にガイ

ドラインを策定した。流通を前提としな

い個人住宅の質の向上を図る施策として、

2014年2月には「長期優良住宅化リフォー

ム推進事業」も始まっている。

　なお、2006年9月の「住生活基本計画」

では、「既存ストック」だけでなく「将来

にわたり活用される新規に供給される住

宅ストック」の質の向上が掲げられていた。

しかし、2010年6月に閣議決定された「新

成長戦略」で「中古住宅・リフォーム市場

の倍増」が示されたほか、2012年7月の「日

本再生戦略」においては、不動産流通市場

の活性化や不動産流通システムの抜本改

革に重点がおかれ、「2020年には中古住

宅流通・リフォーム市場の規模倍増を実

現する」といった目標も提示されている。

　ここで示した最近の流れのなかで、「中

古住宅・リフォームトータルプラン」「不動

産流通市場活性化フォーラム」「中古住宅

市場活性化ラウンドテーブル」の3つにつ

いてもう少し詳しく見ておくことにしよう。

　まず、2012年3月にまとめられた「中古

住宅・リフォームトータルプラン」は、リ

フォームによって住宅ストックの品質・性

能を高めることで、従来の新築中心の住

宅市場から、中古住宅流通により循環利

用される「ストック型の住宅市場」へ転換

することを目的としている。そのために必

要な取り組みとして、多様な消費者のニー

ズに対応可能な担い手の育成や強化を掲

げ、中古市場やリフォーム市場の環境整備

などに向けたさまざまな方策を打ち出した。

その成果として「既存住宅インスペクショ

ン・ガイドライン」が策定されたほか、既

存住宅売買瑕疵保険やリフォーム瑕疵保

険の商品改良、住宅金融支援機構による

「【フラット35】リフォームパック」（購入資

金とリフォーム資金の一体型ローン）の取

り扱いなど、すでに実行へ移されているも

のもある。さらに、トータルプランでは「宅

地建物取引業者のコンサルティング機能

の向上」なども掲げられており、これから実

務者を対象としたさまざまな講習会・研修

会も実施されるだろう。

　「不動産流通市場活性化フォーラム」で

は、既存住宅の取引において消費者の求め

る情報が的確に提供されていないこと、宅

地建物取引業者などが消費者のニーズに

十分応えられていないことなどの問題提起

をもとに、不動産情報の整備・蓄積、宅地

建物取引業者の力量の向上などによる流

主な政策・検討のポイント
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通システムの改革が話し合われた。その柱

となっているのが、消費者にとって必要な

情報の整備・提供、不動産の価格の透明性

の向上、先進的な不動産流通ビジネスモデ

ルの育成・支援、宅地建物取引業者および

従業者の資質の向上、住み替え支援など

多様な手段による既存ストックの流動化

の促進であり、「不動産流通市場活性化

事業者間連携協議会」の活動もこの流れ

に沿うものである。

　さらに「中古住宅市場活性化ラウンド

テーブル」は不動産流通、リフォーム・リ

ノベーション、金融、鑑定など、さまざまな

実務関係者が集められたものであり、より

幅広い観点で議論が行われている。不動

産と金融とは密接な関係にあるため、建物

評価手法を改善するとともにそれをどう不

動産市場や金融市場に定着させていくの

かという問題や、住宅ローンのあり方やリ

バースモーゲージの普及なども課題に挙げ

られている。空き家対策や住宅地再生に

伴う流通施策、借主DIY型の活用による

戸建て賃貸住宅のリフォーム促進なども

これから話し合われるようだ。

既存住宅に関する主な政策など（2001年度以降）図 4
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　2014年4月1日の消費税率引き上げに

伴い、住宅ローン控除制度（住宅借入金等

を有する場合の所得税額の特別控除）に

おける10年間の最大控除額が400万円

（認定長期優良住宅および認定低炭素住

宅は500万円）に拡充された。ただし、こ

れは消費税負担の軽減を目的としたもの

であり、個人が売主となる既存住宅（消費

税非課税物件）では200万円に据え置か

れる。また、所得税から控除しきれない場

不動産流通市場活性化
フォーラム

（提言 2012年6月）

長期優良住宅化リフォーム
推進事業

2014 年度2011 年度 2012 年度 2013 年度2009 年度 2010 年度

既存住宅売買
瑕疵保険の
導入（2010年）

日本再生戦略
（2012年7月）

既存住宅売買瑕疵保険による
住宅ローン控除等の既存住宅

要件緩和（2013年）

既存住宅売買瑕疵保険の
多様化（2013年）

中古住宅の
流通促進・
活用に関する
研究会

買取再販物件・
旧耐震基準物件
等に対する特例措置
（2014年）

2014 年度も
引き続き開催

中古住宅市場活性化
ラウンドテーブル

2014 年度も
活動継続

不動産流通市場活性化事業者間連携協議会
（2014 年 3月「不動産市場活性化宣言」採択）

戸建て住宅価格査定マニュアル改訂
（2014年度予定）

不動産に係る情報ストックシステム
基本構想（2014年4月）

既存住宅インスペクション・
ガイドライン（2013年6月）

中古戸建て住宅に係る建物評価の
改善に向けた指針（2014年3月）

個人住宅の賃貸流通の
促進ガイドライン（2014年3月）

中古住宅・リフォームトータル
プラン（2012年3月）

住宅ローン控除制度の

適用範囲拡大
新築住宅

（消費税が課税される物件）

（　　）内は、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合

400万円
（500万円）

4,000万円
（5,000万円）

40万円
（50万円）

10年

最高136,500円／年
（所得税の課税所得金額×7%）

1.0%

最大控除額

控除対象限度額

年間の控除限度額

控除期間

住民税の控除限度額

控除率

2014年4月～2017年12月

中古住宅
（消費税が課税されない物件）

200万円

2,000万円

20万円

10年

最高97,500円／年
（所得税の課税所得金額×5%）

1.0%

2013年1月～2017年12月入居年月

住宅ローン控除の主な内容図 5

3 既存住宅にかかる主な優遇税制

住宅の取引を活性化させる大きな要因の1つが税制上の優遇措置だ。しかし、多くの制度が新築住宅を主な対象

とし、既存住宅はその従物的な位置づけとなっている。既存住宅のみを対象とした優遇措置は、耐震改修促進税制、

バリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制の3つであり、いずれもその流通を念頭においたものではない。
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合における住民税の控除限度額も、消費

税がかからない物件は従来どおりとなって

いる。

　取得する家屋の要件として、登記上の床

面積が50平方メートル以上であること、取

得後6か月以内に入居し、控除を受ける年

の12月31日まで引き続き居住しているこ

となどは新築住宅、既存住宅とも共通だ。

ところが、既存住宅においては以前、取得

日の時点において耐火建築物（マンション

など）は築後25年以内、非耐火建築物（木

造一戸建てなど）は築後20年以内に制限

されていた。

　しかし、2005年4月1日以降は「耐震基

準適合証明書」などによって耐震性が証

明された既存住宅は築年数を問われない

ことになり、さらに2013年4月1日以降は

「既存住宅売買瑕疵保険」に加入した住宅

についても同様の措置がとられている。こ

れらはいずれも取得時において耐震性を

満たしていなければならないが、2014年度

の税制改正により、現行の耐震基準に適

合しない既存住宅を取得した場合でも、一

定の手続きにより取得後に耐震改修工事

を行ったときは住宅ローン控除の適用を

受けることができるようになった。徐々に

ではあるが、古い既存住宅についても住宅

ローン控除制度の適用範囲が広げられつ

つある状況だ。

　一般のリフォーム工事、増改築工事でも

一定の要件に適合すれば通常の住宅ロー

ン控除制度を利用することができる。ま

た、2007年に創設されたバリアフリー改

修促進税制および2008年に創設された省

エネ改修促進税制では独自の住宅ローン

控除制度（ローン型減税）があり、通常の

住宅ローン控除制度と促進税制による住

宅ローン控除制度の両方の要件に合致す

れば、どちらか有利なほうを選択して適用

することができる。さらに2006年に創設

された耐震改修促進税制およびバリアフ

リー改修促進税制、省エネ改修促進税制

では、ローンを借りない場合でも所得税の

控除を受けることができる「投資型減税」

の規定も設けられている。

　いずれの制度も適用要件、対象となる工

事内容、控除額の計算方法など、一般の消

費者には分かりづらい規定もあるため、改

修工事を担当するリフォーム業者、工務店

などが適切なアドバイスをすることが欠か

せない。

　2014年度の税制改正では、宅地建物取

引業者が買取再販する既存住宅を購入し

た場合における登録免許税の軽減措置が

創設された。これは「中古住宅流通・リ

フォーム市場拡大・活性化のための特例措

置の創設・拡充」の1つとして位置づけら

れている。買い取ってそのまま転売された

リフォーム減税の

内容は複雑

借入れなし

工事種別

その他の
リフォーム工事
（一定規模以上）

耐震改修工事 ○ × ○

○ ○ ○

○ ○ ○

× × ○

借入れあり

ローン型減税投資型減税 一般の住宅
ローン減税

所得税 所得税＋住民税所得税

省エネ改修工事

控除対象

バリアフリー
改修工事

リフォーム減税の適用関係図 6

省エネバリアフリー
対象工事居住

開始時期

その他の
工事

限度額 控除率

最大控除額
（5年間）

250万円
2014年4月

～

2017年12月
2.0%

ローン型減税の最大控除額図 7

限度額 控除率

750万円 1.0% 62.5万円

最大控除額
居住
開始時期

25万円
25万円
（35万円）

2014年4月

～

2017年12月

投資型減税の最大控除額図 8

省エネ
改修工事

耐震
改修工事

20万円
70万円
（80万円）

同時実施の
場合

バリアフリー
改修工事

※（　　）内は太陽光発電装置を設置する場合

買取再販物件に対する

登録免許税の軽減措置
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物件は特例の対象にならず、一定の要件に

よる改修工事によって質の向上が図られ

ていることが必要だ。住宅を取得した際

の登録免許税は、本則税率が2.0%のとこ

ろ、従来からの住宅用家屋に対する軽減措

置によって一般住宅は0.3%となっている。

一定の要件を満たす買取再販物件の場合

にはこれがさらに軽減され0.1%となる。

既存住宅売買瑕疵保険

導入の背景

　住宅の品質確保の促進等に関する法律

（品確法）が2000年4月に施行され、同年

10月に新築住宅を対象とした住宅性能

表示制度が始まった。当初の利用はあま

り伸びなかったものの、2005年11月に耐

震強度偽装事件が発覚してからマンショ

ンデベロッパーを中心に申請戸数の増加

がみられた。2013年12月までの累計では、

設計住宅性能評価書の交付が約225万件、

建設住宅性能評価書の交付が約168万件

となっている。

　それに対して、2年遅れで2002年12月

に開始された既存住宅の性能表示制度は

2013年12月までの11年間で、評価書の交

付件数が3,883件にとどまっている。平

均すれば1日1件に満たないレベルだ。ま

とまった戸数の申請もときどきみられるが、

それを除けば1か月に十数戸程度の申請

にすぎないことが多く、制度として機能し

ていないといえるだろう。

　新築住宅の性能表示制度では、評価の

ルールを共通化することで他の住宅との比

較を容易にし、さらに評価書を契約内容と

することによって一定の性能を保証してい

る。そのため、購入者にとってメリットが

感じられる制度だといえる。ところが、既

存住宅の性能表示制度では評価項目こそ

新築住宅と共通する部分は多いものの、一

定の性能を保証するものではなく、言い

換えれば現況の建物状態に対する「簡易

チェック表」だろう。既存住宅の売主にも

買主にも、メリットが感じられるような制

度への改善が望まれる。

　新築住宅では「住宅の品質確保の促進

等に関する法律（品確法）」により、「構造

耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止

する部分」に対して10年間の瑕疵担保責

任を負うことが、売主・請負人に義務づけ

られている。さらに、万一の倒産などで責

任が履行されない事態を防ぐため、「特定

住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関す

る法律（住宅瑕疵担保履行法）」で、売主・

請負人の資力確保措置が義務づけられた。

同法により2009年10月1日以降に引き渡

された新築住宅では、供託もしくは保険加

入の措置によって消費者の保護が図られ

ている。

　それに対して既存住宅の売買では、売

主が個人の場合における瑕疵担保責任期

間が引き渡し後1か月から3か月程度に設

定されることが多く、築年が古い場合には

「瑕疵担保責任を負わない」とする特約が

付されることも少なくない。宅地建物取

引業者が売主となる既存住宅でも、瑕疵

担保責任期間は宅地建物取引業法に定め

られた最低期間である2年間に限定される

ことがほとんどだ。そのため、既存住宅の

購入者にとって瑕疵への対応が不安材料

のひとつとなっているだろう。

　このような状況のなかで、国土交通大臣

が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人に

より、「既存住宅売買瑕疵保険」の取り扱

いが始まった。指定は2010年4月から順

次行われ、2011年2月には現在の指定5法

人（住宅あんしん保証、住宅保証機構、日

本住宅保証検査機構、ハウスジーメン、ハ

ウスプラス住宅保証）による保険が出揃っ

ている。あくまでも任意保険の位置づけ

4 既存住宅性能表示制度の現状と問題点

5 既存住宅売買瑕疵保険は制度改善が進む

個人が売主となる既存住宅の売買では、購入後に見つかった瑕疵などに対する保証が十分では

なく、新築住宅に比べて不利な面も否めない。そこで2010年4月から順次、国土交通大臣が指

定した住宅瑕疵担保責任保険法人による取り扱いが始まったのが「既存住宅売買瑕疵保険」だ。
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だが、この保険に加入していれば、購入し

た既存住宅に一定の瑕疵があったときに

その補修費用がカバーされる仕組みとなっ

ている。

　既存住宅売買瑕疵保険には「宅建業者

販売タイプ」と「個人間売買タイプ」の2種

類がある。「宅建業者販売タイプ」は既存

住宅を買い取った宅地建物取引業者が再

販をするときのもので、保険に加入するの

はその売主業者だ。それに対して、個人が

売主となる場合の「個人間売買タイプ」は、

保証を行う「検査機関」が保険へ加入す

ることになる。まず、売主個人が検査機関

に対して検査と保証を依頼し、検査機関

は対象となる住宅の検査を実施する。さ

らに検査機関から申し込みを受けた保険

法人は、引き渡し前に現場検査をしたうえ

で保険を引き受けるという流れだ。ただ

し、検査機関と保険法人による2段階の検

査を受けることで信頼性は増すものの、そ

のぶん費用や手間がかかる弊害もあった。

そこで、2014年1月からは一般社団法人

住宅瑕疵担保責任保険協会が認定・登録

をした者（既存住宅現況検査技術者）によ

る検査を経た場合には、住宅瑕疵担保責

任保険法人の検査を省略し、検査が1回で

済むように簡略化する特例が設けられた。

　住宅ローン控除、買換えの特例、住宅取

得資金の贈与の特例、登録免許税および

不動産取得税の軽減措置において、一定

の築年数を超えた既存住宅の適用要件の

範囲に、既存住宅売買瑕疵保険への加入

（加入後2年以内）が追加された。2013年

4月1日以降の取得に対して適用されてい

る。また、2014年4月1日に始まった「す

まい給付金」では、宅地建物取引業者が売

主となる既存住宅における適用要件のひ

とつが、既存住宅売買瑕疵保険への加入

となっている。

　消費者の安心感を高め、既存住宅流通の

促進を図ることを目的として導入された既

存住宅売買瑕疵保険だが、その累計申込み

件数は2013年6月時点で「宅建業者販売

タイプ」が8千件あまり、「個人間売買タ

イプ」が2千件弱にとどまっている。大半

の既存住宅は売主が個人であることを考

えれば、「個人間売買タイプ」がほとんど

活用されていない状況だといえるだろう。

　そのため、保険の制度設計そのものが順

次、見直されている状況だ。まず、マンショ

ンにおいては当初、1戸だけの保険加入で

も共用部分全体と専有部分の検査を求め

られたため費用がたいへん高額となり、現

実的に保険を利用することができなかった。

そこで、新築時に建設住宅性能評価を受

けているなど一定の要件を満たすマンショ

ンについては、共用部分の検査を簡略化す

ることで必要な費用を抑えた保険が2012

年6月に認可されている。

　さらに、「宅建業者販売タイプ」「個人

間売買タイプ」とも、従来は保証期間が住

宅の引き渡しから5年間、保証金額の上限

が1,000万円となっていたが、「宅建業者

販売タイプ」では保証期間を2年、保証上

限額を500万円とする商品が認可された。

同時に、保証期間を2年、保証上限額を

1,000万円とするタイプも認められ、2013

年8月1日から一部の保険法人で取り扱い

が始まった。また、「個人間売買タイプ」

では保証期間を1年とし、保証上限額を

500万円と1,000万円から選択できる新商

品の取り扱いが2013年10月15日からス

タートしている。この保険では、引き渡し

前に実施するリフォーム工事も保証対象

にすることができるようになった。

　その一方で、「不動産流通市場活性化

事業者間連携協議会」（全国14協議会）で

は、既存住宅に対するインスペクションの

実施とともに既存住宅売買瑕疵保険の活

用を重点的に取り上げ、その普及を図ろう

としている。

既存住宅売買瑕疵保険は

売主に応じて 2種類

既存住宅売買瑕疵保険の

制度改善

既存住宅売買瑕疵保険が

税制特例の要件に
加えられている
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　2012年3月の「中古住宅・リフォーム

トータルプラン」において、中古住宅の品

質を確保することを目的とした取組の一

環として「インスペクションの普及促進」

が掲げられた。これに基づいて、2013年6

月に策定されたのが「既存住宅インスペク

ション・ガイドライン」だ。従来はそれぞ

れの事業者が独自の内容で実施し、技術

力や検査基準が一様でなかったものに対し、

一定の指針を示そうとするものである。

　このガイドラインで対象としているイン

スペクションは、既存住宅の売買に際して

実施される建物検査であり、住宅の耐震診

断や性能向上リフォームなどを目的とし

たものではない。あくまでも目視を中心と

した非破壊による現況検査で、構造安定

性や日常生活上に支障を及ぼすような劣

化事象の有無を確認しようとするものだ。

また、利用者にとって一般的に負担可能

なレベルであること、既存住宅売買の流れ

の中で短期間に結果を得られることなど

が求められるため、建物に関するあらゆる

検査を規定するのではない。現況検査の

内容は、原則として「基礎、外壁等の住宅

の部位ごとに生じているひび割れ、欠損と

いった劣化事象および不具合事象の状況

を、目視を中心とした非破壊調査により把

握し、その調査・検査結果を依頼主に対し

て報告すること」となっている。

　また、検査対象については、現場で足場

を組むことなく歩行など通常の手段で移

動できる範囲、戸建て住宅では小屋裏点検

口や床下点検口から目視可能な範囲、共

同住宅では専有部分およびバルコニーから

目視可能な範囲となっている。また、容易

に移動することができない家具などで隠れ

ている部分についても、「目視等により確

認できないこと」を業務受託時および報告

時に明らかにすれば足りる。

　そのため、次の内容については検査に含

むことを求められていない。

　もちろん、依頼者の意向に応じてこれら

の調査を行うことや、より質の高いサービ

スを提供することは可能であり、事業者の

業務範囲を拘束するものではない。依頼

者が追加費用負担を承諾すれば、電磁波

レーダー、ファイバースコープカメラなど

を用いた非破壊検査を実施するケースも

あるだろう。ガイドラインはあくまでも各

事業者が適正に、かつ共通レベルで実施す

ることのできる「最小限の内容」を示すも

のだ。

　ガイドラインではその他にも、業務受託

時の契約内容等の説明、検査結果報告書

の作成・報告、公正な業務実施のために遵

守すべき事項などについての指針を示して

いる。その中で、検査結果についての留意

事項として、瑕疵の有無を判定するもので

はなく瑕疵がないことを保証するものでも

ないこと、建築基準関係法令などへの適合

性を判定するものではないことなどについ

て明確にするように求めているのは、前述

した検査内容の限度に沿ったものである。

　まだインスペクションの認知度そのもの

が低い状態だと考えられるが、一般的な消

費者の期待としては「インスペクションを

すれば、悪いところはすべて明らかになる」

というものではないだろうか。今後の普及

過程にあっては過度の期待を持たせない

よう、できることとできないことを明確に

したうえで、しっかりと情報を広めていく

ことが大切だ。一定レベルまで普及させ

る段階においては、何らかの補助制度や支

援措置も必要だろう。

　さらに、購入判断のために実施されるイ

ンスペクションだけでなく、既存住宅売買

瑕疵保険に加入するためのインスペクショ

ン、金融機関による担保評価のためのイン

スペクション、長期優良住宅化リフォーム

既存住宅インスペクション

普及の課題

既存住宅インスペクション・

ガイドラインのあらまし

6 既存住宅インスペクション・ガイドラインの
策定と普及の課題

アメリカでは買主の費用負担でインスペクターによる建物検査を受けることが一般化し、売主か

ら示されなかった劣化事象などが見つかった場合には、修繕の請求または値引き交渉の材料とす

ることが取引慣行となっているようだ。しかし、我が国においてはインスペクションの重要性が認

識され始めたばかりであり、既存住宅流通市場へ普及させていくことが今後の課題となっている。

耐震性や省エネ性等の住宅にかかる

個別の性能項目について当該住宅が

保有する性能の程度を判定すること

2 .

現行建築基準関係規定への違反の有

無を判定すること
3 .

設計図書との照合を行うこと4 .

劣化事象等が建物の構造的な欠陥に

よるものか否か、欠陥とした場合の要

因が何かといった瑕疵の有無を判定

すること

1 .
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推進事業など他の規定に基づいて実施さ

れるインスペクションなどがあり、一般の

消費者にとってたいへん分かりづらい面も

否めないだろう。しっかりと制度設計を

して、誰もが理解しやすい環境づくりをす

ることが今後の普及には欠かせない。また、

ガイドラインでも「公正な業務実施のため

に遵守すべき事項」として強調されていると

おり、仲介やリフォームなど他の業務とセッ

トで行われるインスペクションでは、その公

平性・中立性を明確にすることは重要だ。

　長期優良住宅化リフォーム推進事業の

目的は「日本再興戦略中長期工程表に

おける重要業績指標『中古住宅流通・リ

フォーム市場の規模を倍増』の早期達成

に向け、リフォーム市場の拡大と、良質な

中古住宅の流通を促進する」（国土交通省

制度解説資料）ことだ。ちなみに、中古住

宅流通とリフォームの市場規模について

は2010年時点における約10兆円を、2020

年までの10年間で20兆円へ倍増させる目

標が掲げられている。また、耐震化されて

いない既存住宅ストックは約1,000万戸

（2008年時点）、断熱措置がとられていな

い既存住宅ストックは約2,000万戸（2012

年時点）とされ、既存住宅における質の向

上や長寿命化は喫緊の課題となっている。

　その一方で、新築住宅に対しては「長期

優良住宅の普及の促進に関する法律」に

基づいて2009年6月4日から認定制度が

スタートしている。この法律制定時の附

帯決議（2008年11月27日国土交通委員

会）において「既存住宅への長期優良住宅

の認定の在り方等について検討を行うこ

と」とされ、2012年度以降の制度化が考

えられていた。しかし、当面は既存住宅に

おける長期優良住宅の「認定制度化」は見

送られ、長期優良住宅化リフォーム推進事

業はその実現に向けた「試行措置」と位置

づけられている。2年ないし3年程度は推

進事業として実施し、問題点などを集約し

たうえで、認定制度導入の可否が決められ

るようだ。

　2013年度補正予算では20億円が計上

され、2013年2月に事業登録および公募

が実施された。応募件数659件（18,151戸、

補助申請額約106億円）に対して、6,458

戸（一戸建て住宅2,529戸、共同住宅等

専有部1,130戸、共同住宅等共用部98

棟:2,799戸）が採択され、実質的に4月か

らのスタートとなる。さらに、2014年度予

算分（31億円）の公募が4月25日に始まっ

た。2013年度予算分と同じ内容のものは

6月下旬、新たに加わった「提案型」のもの

は7月中旬をめどに採択事業が決定される

予定だ。なお、より高いレベルの長期優良

住宅化リフォームに対して補助金の額を

増額する事業の公募は、7月に開始される

予定となっている。

　補助の対象となる既存住宅リフォーム

工事には、主に次の3つが求められる。

　まず、リフォーム工事の前に「現況検査

チェックシート」に基づくインスペクショ

ンを実施し、住宅の劣化状況を調査する。

インスペクションを実施するのは、対象住

宅について設計・工事監理を行うことので

きる建築士免許を有する建築士である。

　工事後の住宅性能については「S基準」

と「A基準」がある。新築の長期優良住

宅とおおむね同じ水準が「S基準」（一部代

替基準あり）で、中古であることを考慮し

て新築よりもレベルを下げたものが「A基

準」だ。また、リフォーム工事の内容は「特

定性能向上工事」と「その他の性能向上工

事」に分けられる。特定性能向上工事で

は劣化対策と耐震性が必須項目で、いず

れもA基準を満たさなければならない。

　長期優良住宅化リフォーム推進事業に

長期優良住宅化リフォーム

推進事業の目的と位置づけ

長期優良住宅化リフォーム

推進事業のあらまし

7 長期優良住宅化リフォーム推進事業がスタート

2013年度補正予算（2014年2月6日成立）により、国土交通省の「長期優良住宅化リフォーム推進

事業」が始まった。これは既存住宅において、劣化対策や耐震性、省エネルギー性など、住宅の性能

を一定の基準以上に向上させるリフォーム工事費用に対して、国が補助金を交付するものである。

リフォーム履歴および維持保全計画

を作成すること
3 .

住宅の性能を向上させるリフォーム

工事であり、工事後に一定の水準を

満たすこと

2 .

一定の要件を満たすインスペクション

を実施すること
1 .
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広 め る 2

おける補助金の上限は、2013年度補正予

算分において1戸あたり100万円だが、「A

基準を満たす特定性能向上工事費用（こ

の工事費用が過半であること）」＋「その他

の性能向上工事費用」＋「インスペクショ

ン費用、リフォーム履歴作成費用、維持保

全計画作成費用」などの合計額の3分の1

が限度となる。したがって、インスペクショ

ン費用などを含めて300万円を超えるリ

フォーム工事でなければ、100万円の補助

金には達しない。また、2014年度予算分

では、特定性能向上工事のすべてがS基準

を満たす場合に、補助金の上限額を200万

円へ引き上げる予定となっている。

　なお、耐震性については確認済証または

検査済証によって建築確認日が1981年6

月1日以降であることが分かれば、A基準

を満たしているものとみなされ、工事実施

の有無は問われない。しかし、木造住宅の

耐震基準については2000年6月にも改正

されているほか、1981年の新耐震基準後

に建てられた住宅でも耐震性の劣るもの

が少なからず存在するという民間の調査

もある。また、検査済証の交付率はたとえ

ば1997年度時点の東京都平均が33.1%

で、およそ3分の2の住宅は工事完了後に

検査を受けていない。竣工検査の受検率

が高められたのは2003年から2004年以

降のことだ。設計どおりに建てられていな

い既存住宅の存在は購入者にとって不安

が残るだろう。長期優良住宅化リフォー

ム推進事業を既存住宅の流通促進へつな

げるためには、一律に「1981年6月1日以

降は耐震性あり」とする建前論から一歩踏

み出すことも必要だ。

特定性能向上工事

必須項目 □ 劣化対策
□ 耐震性

補助対象工事の内容図 9

選択項目 □ 維持管理・更新の容易性
□ 省エネルギー対策
□ 可変性（共同住宅のみ）
□ バリアフリー性（高齢者対策／共同住宅のみ）

その他の性能向上工事

単なる設備交換、内装工事、増築工事、意匠上の改修工事などは補助の対象外

□ インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事
□ 外壁、屋根の改修工事　□ バリアフリー工事
□ 環境負荷の低い設備への改修
□ 特定性能向上工事（選択項目）のうち、一定水準に達しない性能向上工事

　従来の手法による住宅の経年減価に

よって資産評価額が投資額を大幅に下回

り、我が国全体で約500兆円の経済損失

が生じているとされる。その損失は、「50

歳以上の二人以上世帯」で平均約2,000

万円にのぼるとの試算もあるようだ。築年

数を経た住宅が十分に評価されないこと

で担保価値も下がり、流通性が阻害される。

売却をする際にも投資に見合う価格付け

がされないのであれば、老後に備えた改修

や住宅価値を高める改修なども積極的に

は行われないだろう。その一方で、アメリ

カの既存住宅市場では「修繕・修理により

住宅価格が維持される」ことが一般的に

認識され、リフォームが重要であると考え

られているようだ。

　このような状況のなか、「中古住宅の

流通促進・活用に関する研究会」の報告

（2013年6月）によって示された方向性を

もとに、2013年8月から2014年3月にかけ

て「中古住宅に係る建物評価手法の改善

のあり方検討委員会」が開かれた。そして、

2014年3月にとりまとめられたのが「中古

戸建て住宅に係る建物評価の改善に向け

建物評価改善の方向性

8 「中古戸建て住宅に係る建物評価の
改善に向けた指針」のとりまとめ

既存住宅ではこれまで、経年に応じて一律に減価し、おおむね20年から25年程度で建物価格をゼロとみ

なす評価手法が慣例化していた。そのため、一定期間ごとに適切な補修やメンテナンスをしたり、大掛か

りなリフォーム工事をしたりしても、その投資分に見合う価格評価はされてこなかっただろう。既存住宅

をより長く使い、さらにその流通性を高めるためには評価手法の改善が大きな課題となっている。



040

た指針」である。

　この指針では、主に「中古戸建て住宅

（とくに木造戸建て住宅）の流通時におけ

る建物の評価」について、人が居住すると

いう住宅本来の機能に着目し、原価法を

基本としながらもその運用改善・精緻化に

より評価方法を改めていく方向性が示さ

れている。耐用年数が異なる部位ごとに

評価をし、リフォームやリノベーションに

よる住宅の使用価値の増加分も価格に反

映していこうとするものだ。

　住宅の評価を行う際には、その前提とし

て適切なインスペクション（建物検査）を

実施するとともに、基礎、躯体、内外装、設

備などの部位を細かく分け、それぞれ再調

達原価を算出したうえで部位の特性に応

じた減価修正を施すなど、これまでの建物

一体評価とは大きく異なる。リフォーム

などについては「適切な内外装・設備の補

修等を行えば、基礎・躯体の機能が失われ

ていない限り、住宅の使用価値は何度でも

回復・向上する」といった原則も示されて

いる。

　また、住宅の耐用年数は「住宅性能表示

制度（新築住宅）の劣化対策等級2に相当

する措置を講じた住宅で50～60年程度、

同劣化対策等級3に相当する措置を講じ

た住宅で75～90年程度、長期優良住宅の

認定基準における劣化対策を講じた住宅

で100年程度」を想定し、建物の状態や使

用価値に見合う適切な評価が考えられて

いる。もちろん、維持管理状態の悪い住宅

に対しては状況に応じた減価も求められ

るだろう。

　建物評価方法の改善については、引き

続き「中古住宅市場活性化ラウンドテー

ブル」で議論されるほか、2014年度中にこ

の指針を反映した「戸建て住宅価格査定

マニュアル」の改訂が予定されている。し

かし、既存住宅流通の現場である宅地建

物取引業者において、それが的確に利用さ

れなければ改善は進まない。さらにいえ

ば、経験の浅い宅地建物取引業従業者で

は、建物に関する必要最低限の知識すら

習得していない例も多いだろう。ところが、

売主から売却依頼（媒介契約）を受ける過

程で、土地・家屋の査定をするのはこれら

の従業者だ。「戸建て住宅価格査定マニュ

アル」を使いやすく簡便にすることも必要

だが、従業者に対する教育・研修を継続的

に実施することも求められる。一定の講

習を受けた者を「家屋評価員」として認定

する方法なども検討するべきではないだろ

うか。

　また、評価方法が改善され、それが普及、

定着するまでには相当な年数がかかるも

のと考えられる。とくに運用当初には、そ

れまでの流通市場価格相場を大きく上回

る評価がされることも多いだろう。しかし、

その価格で取引が成立するかどうかは別

問題であり、既存住宅の売主に対して過度

な期待を持たせないようにしなければなら

ない。

　一方買い手側に立つと、現在の住宅市

場において消費者が中古マンションや中古

一戸建て住宅を選ぶ大きな要因は「価格

の安さ」だ。既存住宅の購入に抵抗感が

少ないとされる若い世代では、なるべく安

く買って自分好みにリノベーションをする

といったニーズも多い。既存住宅の評価

を適正にすることで売値が上がり、そのた

めに需要が減ったのでは流通促進の目的

を達することはできないだろう。価格を適

正に評価することと同時に、その意味や必

要性を購入検討者にしっかりと理解させ

ることも重要だ。

流通実務現場における課題

　既存住宅の流通やリフォームに関して

矢継ぎ早に政策や指針が打ち出され、市

場のあり方が大きく変わろうとしている。

我が国のこれまでの住宅政策の中で、最も

大きな転換期を迎えているといえるだろう。

これらを普及、定着させていく責務を担う

のは、消費者と直に接触する現場の宅地建

物取引業者やリフォーム業者だ。

　ところが、業界の中にはその受け止め方

にかなりの温度差があることも否めない。

積極的に新しい考え方や制度を取り入れ

ようとする会社がある一方で、旧態依然と

したやり方を変えようとしない会社もある

はずだ。高度化したシステムを使いこなす

ことのできない会社もあるだろう。とくに

中小の会社では日々の業務に追われ、新し

い方法を取り入れたり、新しい知識や技術

を習得したりする余裕がない場合も見受

けられる。

　従来は古いやり方や慣習に従い、新し

い制度には徐々に慣れていけばそれで通用

したかもしれない。しかし、これからの変

革期において「自ら変わろうとする意思」

を持たない会社は取り残されることにな

る。既存住宅市場の改革は、消費者のた

めであるのと同時に、宅地建物取引業者や

リフォーム業者自身のためであることを理

解し、積極的に取り組む姿勢を持ちたいも

のだ。

9 宅地建物取引業者や
リフォーム業者の意識変革が求められる
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回収数とWB値

［本調査対象者集計より］
◎本調査回収数

［スクリーニング全数集計より］
◎取得住宅種類別の出現率
　※5年以内住宅取得者の出現比率 WB値

本調査
WB後N数

1900

※（まま）…取得後にリフォーム・リノベーションせずにそのまま住んでいる者　　※「Ｍ：取得意向者」はWBあり集計には含めない
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　リノベーションは着実に一般に浸透してきた――。今回取材し

たリノベーション事業に携わる方々からそういった意味合いの言

葉を多く聞いた。リクルート住まいカンパニーの2012年の調査（首

都圏在住の住宅購入およびリフォームを意向する20歳以上の男

女。N=438）によれば、「リノベーション」という言葉を89.7%が

認知し、内容を理解している人は51.8%だった。2007年の調査

と比較すると認知している人は19.9ポイント、内容を理解してい

る人は15.6ポイント、それぞれ上昇している。利用者が増えるに

つれ、既存住宅＋リノベーションという住み方を選ぶ人々は多様

化していることが予測できる。居住エリアや年代、年収などの違

いだけでも、（どのような「既存住宅＋リノベ」商品を選ぶかが異な

る。そうした顧客の多様化に呼応し、リノベーション業界も一層

多様化が進む傾向にある。実際、今回の取材を通じ、リノベーショ

ンを手掛ける各社が同一線上に並ぶのではなく、それぞれの持ち

味にマッチするターゲットを絞り込み、範疇の顧客に向けてサー

ビスを充実させていることが浮き彫りになった。ここでは、各社の

商品やサービスの特徴をピックアップしながら、そこに内包するリ

ノベーション市場拡大のヒントを紹介していく。

　設計とともに、不動産コンサルティング及

び仲介、広告制作などを請け負うブルース

タジオ（東京都中野区）には、同社の個性

的なデザインに魅かれリノベーションを依

頼する顧客が多い。顧客らは、利便性や

環境を重視した結果、都心部の新築の少

ない地域で中古マンションを探して購入

したり、ある時代の中古マンションのデザ

インを好み、それに見合うリノベーション

を望むなど、情報への感度が高くライフス

タイルへの思いが強い傾向がある。こう

いった顧客の満足度を高めるため、同社は

依頼時のコンサルティングを重視している。

広
め
る

4

リノベーション業界の現状から見る、
市場拡大の可能性

1967年生まれ。大学卒業後、メーカー販売促進部を経て住宅系編集プロダクションに勤務。

1997年よりフリーとして住宅・建築関連の書籍、雑誌、社内報の企画、編集、執筆のほか各種調査に携わる。

私生活では新耐震、旧耐震の中古マンション取得＋リノベに挑戦。

フリーエディター & ライター

介 川 亜 紀

1 理想の暮らしが明確な顧客に、
コンサルティング＋デザイン力で対応

ブルースタジオ

44
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広 め る 4

左／「TOKYO＊STANDARD」のCherry Alaskanスタイルを
ベースに仕上げたマンション住戸　右／ワンストップサービ
スを利用したマンション住戸。テーマはパラレルワールド　

　同社で個人が持家として契約するリノ

ベーションは年間平均50～60件、工事費

の中心価格帯は1000～1400万円、延床

面積の中心は50～80㎡だ。

　同社の個人客のうち、約4割はコンサ

ルティングから物件探し、ローン相談、リ

ノベーション設計、引き渡しまでのワンス

トップサービスを利用する。そのほかは物

件購入後に訪れ、コンサルティング、リノ

ベーション設計を依頼するケースが多い。

ワンストップサービスは、これまでは顧客

自らが別々に手配しなければならなかった

複数の手配が1カ所で済ませられるだけ

に便利には違いない。しかし、ワンストッ

プサービス自体が満足度ひいては集客度

を決定づけるわけではない。「コンサルティ

ングとデザインの質が勝負だ。顧客の意

識、無意識にある住まいのイメージを引き

出して、短期間で満足度の高いプランを提

示する」と石井健執行役員は話す。

　一方、同社の顧客は担当者に任せきり

にするのではなく、物件選びから引き渡し

までのいわば「わが家という作品づくり」

のプロセスに参加したいタイプが多い。担

当者には顧客の背景まで理解し、完成に

向けて気持ちを盛り上げる“付添人”の役

目も求められる。「リノベーションは楽し

いと感じてもらえる話術や心配りが重要。

そうしたコンサルティングのできる人材の

育成が、契約のチャンスを広げる」と石井

執行役員は期待する。

　コンサルティングには不動産担当と設

計担当の双方が同席し、当初約30分で「な

ぜ買うのか」「どんな街に住みたいか」「ど

んな暮らしがしたいか」など顧客の持つ基

本的な希望や生活のバックボーンをヒア

リングする。プランの参考にすると同時

に顧客自身が新居のイメージを整理し、本

音に気づくよう促す目的だ。不動産やデ

ザインについて知識のある顧客でも、実際

に買う前提になったとき、意外な本音が現

れる場合もある。このとき、担当者からは、

購入する建物のスペックとともにどういっ

たデザインが可能かも伝える。

　コンサルティング後、すぐに担当者が顧

客のイメージと予算をもとに基本的なプ

ランを仕上げ、その後のローン申請などの

手配を迅速に進める。このように完成ま

できめ細かく心を配りながらスムーズにプ

ロセスを進行し、飽きさせない。

　近年、契約数を伸ばしているのが同社

とインテリックス住宅販売（東京都渋谷

区）、住環境ジャパン（東京都世田谷区）

が提携するワンストップのパッケージ商品

「TOKYO＊STANDARD」だ。担当者の

アドバイスを受けながらカタログの中から

好みの部材やプランを選ぶセミオーダー形

式。顧客には当初から仕上がりのイメー

ジやコストが分かりやすい、物件確定後は

最短9週間で引き渡すなどの特徴がある。

標準仕様の60㎡タイプは工事費600万円

（税別）で、施工面積やオプションにより㎡

あたり8～12万円になる。同社の通常の

ワンストップサービスより約2割安だ。こ

の商品を選ぶバブル後生まれの顧客には、

一定の特徴が見られると石井執行役員は

指摘する。「単に安価だからではなく、コ

ストパフォーマンスのよい商品を見定め

“ちょっと我慢して2割安を選ぶ自分が好

き”といった様子だ」。

　リノベーション会社単独ではなく、不動

産仲介会社と業務提携して総合的にコン

ブルースタジオのサービス・フロー

同社資料より

コンサルティング
（無料）

デザイン、不動産、
お金のこと…住ま
い完成までの青写
真を作成します

不動産仲介

不動産とデザイン、
双方の専門家による
リノベに特化した物
件探した物件探し

デザイン

スタイル、性能、く
らし方…。個性を
理想の空間に！

監 理

・工事会社の選定
・工事見積の査定
・工事の定期検査

将来計画の
サポート

転勤のため賃貸し
たい／帰省のため
売却したい／さら
に住替えをしたい

1～3ヶ月 約 2ヶ月

物件申込からお引っ越しまで約 6ヶ月

約 2ヶ月

自分
探し

物件がお決まりの場合

物件
探し 設計 工事 将来

スタイル工房＋
スタイルオブ東京
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サルティングを行いワンストップサービス

に取り組んでいる例もある。自然素材を

生かしたデザインが持ち味の、スタイル工

房（東京都杉並区）だ。

　リノベーションを依頼する顧客にとっ

て、ローンを含む資金計画は大きい課題

だ。「ローンはもちろん、ライフプランにつ

いても考えていないまま来店する人は少

なくない」と同社の三上勝司代表取締役

社長は話す。そこで、同社は不動産仲介

とともにローン相談、ライフプラン・シミュ

レーションなどを

手掛けるスタイル

オブ東京（東京都

港区）との業務提

携を進めた。毎週

土曜日に開催する

「ワンストップリノ

ベーション相談会」

では見込み客も含

めて対応し、契約

のチャンスを広げ

ている。

　まず、スタイルオ

ブ東京が予算や希望の居住地域、間取り、

ローン、相続などについて相談を行い、次

に、スタイル工房が顧客の新居のイメー

ジをヒアリングする。その後、両社が話

し合って、条件に合う物件を探し顧客に

紹介する。顧客が物件購入を決めた場

合、リノベーションの契約に至る。双方の

ノウハウを発揮するため、両社は連携はし

ても、コンサルティングでの同席はしない。

「リフォーム業と不動産業の違いは大きい。

餅は餅屋だ」と三上代表取締役社長は説

明する。 

　また、両社は共同でウェブサイト「Wan 

stop不動産」を立ち上げ、相談会や「リノ

ベーションプラン付きの中古物件」の情報

を掲載し集客を図っている。掲載してい

るプランはスタイル工房が作成し、概算工

事費も明示。初めてサイトを訪れる人に

も中古住宅＋リノベーションのイメージが

湧きやすい。

　意外なことに、スタイル工房の2012年

の売上げ約14億円のうち、ワンストップ

サービスは約2億円だという。「ワンストッ

プサービスの相乗効果で、両社それぞれに

リノベーション、不動産仲介単独の依頼も

増加した」と三上代表取締役社長は話す。

　リビタ（東京都渋谷区）の事業拡大の

特徴は、一般向け、事業者向け案件の双

方とも、リノベーションを軸に新たな商品

を次々に開拓していく点だ。商品の幅の

広さは、独自のマーケティングをベースに

既成概念にとらわれず依頼ごとに提案を

模索し、すでに培った様々なソリューショ

ンから最適解を導くことで生まれる。こ

れまでに開発した商品群は、集合住宅で

は、賃貸住宅や社宅をデューデリジェン

ス、バリューアップ工事のうえ自由設計可

能なマンションとして販売する「一棟丸ご

とリノベーション」分譲、独身寮や団地な

どを活用したシェア型賃貸住宅「シェア

プレイス」のほか区分所有住戸のリノベー

ション再販などがある。中古一戸建てで

は、2013年から東京都心部を対象にリノ

ベーション済み戸建て再販プロジェクトを

開始した。2宅地に割るには狭く1宅地で

は採算が合いにくい、新築と競合しない敷

地面積130㎡前後の既存住宅をターゲッ

トにしている。

　このほか、物件探しから設計・工事の手

配、融資などを担当コンサルタントがワン

ストップでサポートする「リノベーションフ

ルサポートサービス（以下、リノサポ）」も

ある。リビタが抱える商品群が多様なこ

とから、リノサポでの対応の結果、顧客の

プランの希望や予算次第で他の商品を紹

介することも可能だ。

　近年も、既存の商品から、新たな商品や

プロジェクトに発展するケースが見られた。

2013年11月には、100㎡超の高価格帯マ

ンションの区分所有住戸のリノベーショ

ン再販「R100 TOKYO」、一棟丸ごとリノ

ベーションの「LUCLASS／ルクラス」シ

リーズを発表。販売価格は8000万～2億

円だ。高額物件の取り扱いが多い三井不

動産リアルティ（東京都千代田区）やケン・

コーポレーション（東京都港区）とアライ

築27年の在来木造2階建て。2階の日当たりを生かし開放的なLDK
＋ロフトに変更

ワンストップリノベーション相談会の様子

2 既成概念にとらわれず、
次々に新たな再生事業を開拓

リビタ
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アンスを組み、効率的に成約している。首

都圏での100㎡超のマンション供給は現在、

新築で約1%、中古流通市場でも約4%程

度と希少価値が高く、一定したニーズがあ

るという。「有望なマーケットだ。3年後を

めどに年間100戸の供給を目指す」と同

社プロジェクトマネジメント部の三浦隆博

部長は説明する。また、リノベ済一戸建て

再販プロジェクトをきっかけに、好みの物

件を自由設計でリノベーションしたいとい

う依頼が相次いだことから、2014年は一

戸建てに特化したリノサポも展開してい

く予定だ。「これまで耐震基準適合証明

を取れるのは売り主側のみだったが、4月

から買い主側が旧耐震の物件を購入して

から耐震改修工事した際にも耐震基準適

合証明を取れるようになった。中古一戸

建ての事業には可能性を感じる」と三浦

部長はみる。

　今後さらに客層を広げるため、リビタは

セミナーなどを活用して顧客に快適な住

まい方や暮らし方を啓蒙する予定だ。三

浦部長はこのように語る。「理想的な暮

らし方や住まい方をまず示し、結果として、

それを実現するひとつの手段がリノベー

ションであると伝えたい」

　既存住宅＋リノベーションは首都圏を

はじめ全国の都市部で認知度が高まって

おり、客層はますます裾野を広げている。

そういった状況を見据え、すでに、地域を

問わず安定した品質のリノベーション住

宅を供給できる体制を整え始めた事業者

もいる。

　リノベる（東京都渋谷区）はウェブマー

ケティングを軸に、中古マンションの仲介

とリノベーション、ローン組みをパッケー

ジ化したワンストップサービスを全国展開

している。2013年の着工数は約120戸、1

戸当たりの工事費、設計料、コンサルティ

ング料の合計は平均850万円程度だ。自

社の専属コーディネーターが中心となり、

パートナーと呼ぶ不動産仲介会社、設計

事務所、施工会社、提携金融機関と連携し

てサービスを提供。設計と施工は自社で

元請けし、不動産の仲介業務はパートナー

左／シェア型賃貸住宅「シェアプレイス東神奈川
99」のオープンダイニング　右／「R100 TOKYO」
のパイロットプロジェクトとなる「瀬田ファースト」

リビタのリノベーションフルサポートサービスのイメージ

同社資料より

3 全国展開の足固めをする 2 社は
提携先との連携強化と自社施工に着手

リノベる
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に一任している。ウェブはいわば、全国で

の情報共有、サービス内容の統一と向上

のツールである。

　現在リノベるは、マンションのストック数

や密集度などから選んだ、東京、大阪、仙

台、名古屋、広島などの全国13都市を直営

でのサービスエリアに定めて事業を展開し

ている。それ以外の地域は101のエリアに

分け、フランチャイズ展開していく予定だ。

2014年中には海外進出の第一歩として、

台湾の台北に不動産仲介の拠点を置く。

　各地へ進出する前にはあらかじめ不動

産会社や工務店などのパートナーを現地で

確保し、足固めをする。現在、不動産会社、

工務店などのパートナーは全国で約220社、

金融機関のパートナーは22行ある。

　同社には “尖った提案”を求める顧客も

少なくない。そのため、リノベるのオリジナ

ルのほか、ブルースタジオ（東京都中野区）

のような個性派の設計事務所との業務提

携を積極的に行い、多様なセミオーダーリ

ノベーションを準備する。2014年2月には

人気家具ショップ「ジャーナルスタンダー

ドファニチャー」を運営するACME（東京

都渋谷区）と業務提携し、リノベーション

サービス「journal standard Furniture×リ

ノベる。」をスタートした。ジャーナルスタン

ダードファニチャーの商品や店舗のイメー

ジを再現した空間デザインが特徴。価格

は設計料と施工費を合わせ、80㎡で1000

万円程度になる予定だ。

　また、同社で

は全国のパート

ナーに向け、ウェ

ブを活用した学

びの場、e -ラー

ニング講座「リ

ノベる。大学」を

開 設している。

パートナー企業

の担当者は、場

所や時間を問わ

ずに不動産仲介、

ウェブマーケティ

ング活用法など

の専門分野のノウハウを学び、さらに全国

の現場の最新情報を共有してスキル向上

を図ることが可能だ。今後は、実習を交え

た多能工職人の教育にも着手する。「一定

の技術を習得した職人は、自社やパート

ナーの工務店へ就職をあっせんすることも

想定」と山下智弘代表取締役は話す。

　マンションの区分所有住戸のリノベー

ション再販大手、インテリックス（東京都

渋谷区）。営業拠点は東京のほか札幌、仙

台、横浜、名古屋、大阪、博多にある。現在、

リノべーション再販ブランド「リノヴェッ

クス」の取扱件数は年間平均1100件、平均

延床面積は65.6

㎡、平均販売価格

は約2200～2300

万円だ。この販売

件数と物件の質を

維持するため、同

社はリノベると同

様に施工を重視。

今後、社内にリノ

ベーション専門の

施工部門を立ち

上げるという。職

人は社員として雇

用し、多能工とし

て育てる予定だ。

「新築着工数が減少し消費者の目は中古

物件に向くだろう。一方、腕のいい職人は

減るため、依頼が集中し確保しづらくなる

恐れがある。そういった状況に今から備

える」と同社の山本卓也代表取締役は話

す。

　これまでも同社はリノベーション工事の

質と効率を向上させるため、工夫を重ねて

きた。リノベーションの仕様には基本ルー

ルを設け、いずれの物件もそれに沿ってプ

ランニングする。スケルトン解体する物件

には、独自に開発したGood-Infi l l工法

という内装システムを適用。工場生産し

た一定のモジュールのオリジナルラダーパ

ネルで下地を組み上げるため、施工者（職

人）の技量を問わず施工の質を安定させ

ることができる。現場の騒音や廃材を軽

減するメリットもある。

　今後、系列会社のインテリックス空間

設計（東京都世田谷区）はリフォーム会社

にシフトする予定だ。これまで培ったノウ

ハウを生かし、他社から受注したリノベー

62㎡のマンション住戸。2LDKを1LDK＋ウォークインクロゼットに変更。ク
ルミの無垢フローリング材など上質でシンプルな部材を選択

上／プレカットしたパネルで工期短縮するGood-Infill 工法
下／築30年、81.49㎡のマンション住戸をリノベ。メーカーと共同開発の
オリジナル建具を採用 　

インテリックス
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ション再販では設計・施工＋αのサービ

スを臨機応変に提供する。2013年11月

から始まったのが、パナホームリフォーム

（大阪府豊中市）との「仕入れ・販売型連

携」だ。主に高額物件のリノベーション再

販を対象とする。同社の物件情報の収集、

仕入れ、リノベーションや販売のノウハウ

と、パナホームのブランド力や資金力、パナ

ソニック製品の採用などを総合して、とも

にリノベーション事業の拡大を図る。こ

のほか、同業他社の設計・施工、アフター

サービス保証をまとめて請け負う「設計・

施工型連携」もすでにすすめている。こち

らは、約3年以内で月間100件の受注を目

指す。「新規プレイヤーとのアライアンス

は大きなチャンス」と山本代表取締役は

確信している。

　首都圏以外で事業拡大を目指す場合、

物件の仕入れ価格の安さはメリットだ。

その安さを生かしコストカット分を機能

性向上工事に回している事例と、居住性

を担保しながら販売価格を抑えている事

例を紹介する。

　北洲（宮城県黒川郡）は、高気密・高断

熱を重視した住宅事業のノウハウを生か

し、性能向上を重視したリフォーム、リノ

ベーションを手掛けている。2012年の売

上約180億円のうち約18億円をリフォー

ム、リノベーション事業が占めている。

　同社は建材卸会社としてスタートし1977

年に「北洲ハウジング」の前身を設立して、

住宅事業にも着手。これまで東北地方の

寒冷な気候条件に見合う高気密・高断熱

の2×4や2×6の注文住宅を提供してき

た。もともと新築のアフターメンテナンスの

延長でOB 顧客から営繕やリフォームの

依頼を受けていたが、約5年前から本格的

にリノベーション事業に取り組み始めた。

現在はOB顧客と新規客が半々だ。2012

年に請け負ったリフォーム件数1400件の

うち、工事費500万円以上の大規模改修

は63件。それらの工事費平均は1000万

円を上回る。依頼者の平均年齢は57、58

歳。「子どもが独立し、老後の夫婦ふたり

の生活を見据えて依頼する方が目立つ」

と同社ストック循環事

業部の岩城直洋事業部

長は話す。 　

　同社の強みが分かり

やすいのは、一戸建ての

リノベーション再販だ。

スケルトンから性能向

上を目指すリノベーショ

ンは、通常、工程が煩雑

になり人件費を含むコ

ストがかさむ。しかし同

社は、買い付け前のイン

スペクション、断熱性、気密性、耐震性の向

上、現代に合う生活スタイルへのプラン変

更を含めたリノベーション、工事後のC値、

Q値の計測、耐震診断など、一連の作業を

社内の人材やシステムを活用してこなす

ことができる。物件は築年数30～40年

が多い。中心販売価格帯は2400～2600

万円と、近隣の新築相場の7～8割程度だ

という。

　リノベーション再販は、請負型リノベー

ション事業の販売促進の役割も併せ持つ。

団地の一戸建てを選び、構造・断熱の状

況が見える段階と完成直後にオープンハ

ウスを行う。団地であれば同程度の築年

数の住宅が多く、近隣住民にアピールしや

すいからだ。このとき、同社のリノベーショ

ンの質の高さを伝えるため、工事前の腐朽、

蟻害などの不具合の様子、工事後のC値、

Q値、耐震評点のデータも公開している。 

　このリノベーション再販での顧客には共

通点がある。団地内に父母あるいは子ど

も家族が住んでおり、近隣で暮らすために

購入したという点だ。30～40年を経た団

塊の世代が老後を過ごす団地にも事業拡

大の芽があり、空き家対策の一助となる

可能性がうかがえる。

上／下の一戸建てのリノベ後のダイニング。対
面キッチンやカウンターを新設した　下／リノ
ベーション再販の一例。リノベ後の外観。築
25年、木造軸組み工法の一戸建て。敷地面積
209.82㎡、延床面積111.99㎡　

4 首都圏以外では
「高付加価値」「低価格」が魅力に

北 洲
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　一方、全国に107店舗を持つカチタス

（東京都中央区。旧社名はやすらぎ）は、「安

くてきれい」な一戸建てのリフォーム再販

物件を武器に業績を伸ばし、2012年の販

売件数は約2400戸に及んだ。顧客は30

～40代の低～中所得者層、主な商圏は全

国の都市部を除く郊外だ。カチタスとい

う社名は、家を買い取りリフォームして再

販する同社の事業が “家と街に価値を足

す”という意味合いであることを表現した。

「地方に多数ある売却が困難な空き家を

減らし、街の活性化に貢献できるのではな

いか」と同社の新井健資代表取締役社長

は話す。

　低価格を維持する最大のポイントは、買

い取り物件の見極めだ。安ければよいわ

けではなく、建物の傷み具合とリフォーム

費用を秤にかけなくてはならない。安価

に取得できでもリフォーム費用がかさめば、

再販価格はつりあがってしまう。競争力

を重視し、再販価格は1000～1500万円、

近隣の新築住宅の

マイナス500万円

を目安にして決め

ている。「ローンが

顧客のこれまでの

家賃よりも安くな

る」ことも意識して

いる。

　費用を抑えるた

め、リフォームでは

間取りの変更はご

く一部とし、内装

と設備機器を刷新するのみ。安心して長

く住み続けられるよう、リフォーム時には

インスペクションや蟻害対策を行い、販売

時までに隣地との越境解消、更生登記な

どを実施する。コストコントロールと住宅

の質を維持するため、各都道府県につき3、

4店舗の直営店とエリアマネージャーを配

置している。各店舗が買い取り物件探し

とプラン作成を行い、エリアマネージャー

が週に1度のペースで現地に赴きチェック

したうえで決済する。

上／リフォーム再販の一例。敷地は273.9㎡、建
物は築31年の木造軸組み工法の一戸建て118.8
㎡。リフォーム後は、建物と庭を整えている
下／リフォーム前の様子

　2013年から、大手不動産会社、ハウス

メーカーの中にもリノベーション再販を中

心にリノベーション市場に本格参入する

会社が増え始めた。都市部での用地取得

の困難さ、資材や人件費の高騰、主な購入

者層である労働人口の減少などから新築

マンション事業の先行きが不透明なため、

これに代わる新たな市場としてリノベー

ション事業に着目したのだ。いずれの会

社もグループ各社間のネットワークを活用

してバリューチェーン（付加価値連鎖）を

強化し、リノベ事業での競争力向上を図っ

ている。ただし、同様の状況下でも各社の

持ち味を生かした商品企画の結果、価格

や設計に違いが生まれている。

　不動産会社の三菱地所レジデンス（東

京都千代田区）は、2013年秋からマンショ

ン1戸および1棟単位のリノベーション再

販に着手した。累積17万戸の新築分譲

で蓄積した仕入れから施工、販売、管理な

どのノウハウを総合的に生かし、首都圏

を中心に展開する予定だ。販売価格のボ

リュームゾーンは3000～4000万円を予定

する。現在、最初の1棟リノベーション物

件の再販を開始し、並行して新たな買い

取り物件の検討に入った。同社では各住

戸のオーダーやセミオーダーはせず、これ

までに得た新築マンションのマーケティン

グデータなどを活用してプランニングを行

い、完全に変更した後に販売する。プラ

ンは、同社がニーズを見込む新築マンショ

ンと同様の仕様、設備だ。「顧客にとって、

新築同様のスペックのマンションを安く購

過去に再販したマンション住戸の様子。延床面
積49.93㎡、間取りは1LDK

5 大手不動産会社、ハウスメーカーが参入。
仕入れ、施工、販売の総合力と得意分野で勝負

カチタス

三菱地所レジデンス
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入できるのは大きな魅力」と同社リノベー

ション事業部の深野祥子主任は話す。た

とえば、新築マンションが稀な都心部の人

気エリアなどで、リノベーション再販の引

き合いを見込む。新築マンションの供給

規模を活かした設備機器の調達によって

工事費を下げ、販売価格を抑えられる。

　仕様、設備は同社の主力ブランド、「ザ・

パークハウス」の範疇だ。同ブランドは価

格帯が広いため、使用している部材のラ

ンクも幅広い。買い取り物件はエリアが

まちまちで販売価格にもばらつきがあるが、

対応が可能とする。「新築志向、中古志向

どちらのお客様にも選んでいただけるよう

な、その間のポジションを取りたい」と深

野主任は意気込む。

　一方、同じく不動産会社の長谷工リア

ルエステート（東京都港区）は顧客の多様

化を鑑み、価格を抑えたリノベーション

再販に取り組む。再販物件の販売価格

を、首都圏で2000～3000万円台、大阪圏

で1000～2000万円台を中心に設定して

いる。取扱物件は今のところファミリー

向けマンションのみだ。区分所有が大半

を占め、1棟全体をリノベーションした物

件は今のところ2棟

だ。いずれも価格

を抑えるため、工事

では基本的に間取

りは変えず内装や

設備機器、給排水管

などの刷 新に留め

る。メーカーなどと

の協力体制を得、新

設する設備機器類

は割安に仕入れる。

ただし、顧客の安心

を重視して、リノベ

は既存住宅瑕疵保険が適用可能な内容と

し、アフターサービスも付加する。

　従来の☆LDKといった間取りを生かし、

過剰なデザインを加えずシンプルな内装に

するのは、物件の流通性を高めるためでも

ある。リノベーションという言葉が大衆

化してきた今、デザイン性の高い物件を好

む趣味性の高い人よりも、従来の間取り

で新築同様の内装の物件を好む人が多い

と同社は考えている。「顧客が居住後に

物件を売却しやすい」と、同社経営管理部

門営業企画部の及川光俊部長は話す。

　一方、ハウスメーカーの住友林業( 東京

都千代田区)は、マンション1棟と区分所

有住戸、一戸建のリノベーション再販にそ

れぞれ取り組む。同社はリノベ後の付加

価値を重視している。たとえば、社員寮を

1棟リノベーションした愛知県名古屋市の

郊外にある物件の特徴は、30～40代の子

育て世代を意識した住環境づくりだ。子

どもの五感と身体を育てることを意識し

た「ハグくみの庭」を盛り込み、資産価値

の向上を狙った。このマンションでは共

用部分の中庭に築山や遊歩道を設け、そ

のまわりに四季を感じ取れるような植栽

を施した。築山のそばには、水遊び、泥遊

びができるように流しも設けている。この

庭は、五感と身体の成長がその後の発達

の土台になるという、神戸大学の広木克行

名誉教授が提唱する考えを基に、同社が

提案するものだ。設計は同社と、都市の

緑化及び戸建住宅の外構、造園、植栽管理

などを行う住友林業緑化（東京都中野区）

がともに手掛ける。

　マンションの区分所有のプランは多く

の場合、2、3コースを用意している。東京

都府中市の築19年の物件では、工事費を

抑えた原状回復程度のプランとリビング

ダイニングを広げるなど間取りの一部と

内装に手を加えたプランのほか、個性を重

視したブルースタジオ監修のプランを用意

した。販売価格は約2000万円からだ。各

仲介会社
（三菱地所ハウスネット等）

仲介会社
（三菱地所リアルエステートサービス等）

リフォーム会社
（三菱地所ホーム等）

マンション
購入者様

マンション
所有者様
（1戸単位）

マンション
所有者様
（1棟単位）

三菱地所コミュニティ
（1棟リノベーション後の管理業務）

三菱地所ハウスネット
（賃貸マンション取得後のPM業務）

中古マンション
買取

リノベーション
マンション分譲三菱地所

レジデンス

三菱地所レジデンスのリノベーション事業におけるバリューチェーン概念図

同社資料より

長谷工リアルエステートの手がける1棟リノベーション第1号、
「RENEO（リネオ）宮崎台ヒルズ」

住友林業

長谷工リアルエステート
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住戸の内装には、同社の持つ木のイメージ

を反映し無垢フローリングなどの木質感

のある部材を一部に採用。それ以外は販

売価格に合わせ部材を調整している。同

物件の場合、ブルースタジオのプランは注

目度が高かったものの、最も販売数が多

かったのはリビングダイニングを広げた程

度の変更のプランだったという。「デザイ

ンに興味を持つ人たちばかりでなく、一般

にもリノベーションの認知度が上がってき

たからではないか」と同社住宅事業本部ス

トック住宅事業部リノベーション営業部

の渡邊文孝部長は分析する。

 左／愛知県名古屋市の郊外にある再販物件内
のハグくみの庭。築山の周辺を木々や水場が
囲む　右／同物件の住戸。住友林業のイメー
ジを反映し、床に無垢フローリングを使用

　事業をどのように展開すれば、リノベー

ション市場は拡大するのか――。今回取

材した企業は、既存住宅＋リノベーション

を軸とした事業の潤滑な運営や拡大に向

けて、それぞれ異なる策をとっている。し

かしながら、その動向は大きくふたつにグ

ルーピングできる。一方は顧客に軸足が

あること。顧客の持つ要望や不安を探

り、それらを丁寧にフォローして満足度を

高めている。コンサルティングに力を入れ

るブルースタジオやスタイル工房、多様な

ニーズに沿ってプロジェクトの多角化を

進めるリビタがあてはまる。高付加価値

を目指す北洲、低価格に徹するカチタス

もそうだ。もう一方は、社内体制の強化

に軸足がある。社会や経済の変動を見極

めて、社内体制のシフトや拡張を図ってい

る。施工部門新設に乗り出すリノベるや

インテリックス、バリューチェーン強化を

図る三菱地所レジデンス、長谷工リアルエ

ステート、住友林業があてはまる。

　リノベーション事業に携わる全国404社

が所属する（2014年5月現在）、一般社団

法人リノベーション住宅推進協議会の内

山博文会長にも意見を聞いた。同協議会

は「誰もが安心してリノベーション住宅を

選べるように、既存住宅がきちんと流通す

る世の中にしていく」という設立趣旨のも

と、幅広い活動等に積極的に取り組んで

いる。活動の3本柱は、事業環境整備（制

度などへの提言・他業界との連携など）、

普及認知向上（プロモーション）、事業者

による品質向上だ。

　「既存住宅＋リノベの成立を阻害する

要因を見極めて、プラスに転じる仕組みを

構築した会社が伸びている」と内山会長

は話す。要は、顧客が不動産購入とリノ

ベを依頼する際の些細な悩みを察するこ

とができる、マーケティング能力に長けた

会社だという。

　また、最初からリノベーション自体を目

的とするのではなく、将来の豊かな都市や

暮らしのあり方を考えた結果、リノベの関

わる何らかのサービスがソリューションと

して導かれるべきだという。都市や暮らし

のあり方はエンドユーザーから回答を得ら

れるものではなく、事業者が考え続けるべ

き課題でもある。内山会長はこのように

締めくくった。「業界全体が足並みをそろ

え、顧客が安心して購入できる既存住宅

＋リノベのサービスを常に目指す。それが

あってこそ、中古ストックを重視した税制

や建物評価が実現したときに一気に市場

拡大が加速されるだろう」

6 将来の都市、暮らしを見越したサービスを考えよ
── リノベーション住宅推進協議会 会長　内山博文氏に聞く──
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